
論

説量
刑
事
実
と
し
て
の

「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」

に
つ
い
て

(
1
)
 

|
|
自
首
・
自
白
者
、
内
部
告
発
者
な
い
し
王
冠
証
人
に
対
す
る
減
刑
に
関
す
る
実
定
法
的
お
よ
び
比
較
法
的
一
考
察

岡

上

雅

美

時
期
間
一
音
十

序
ー
ー
ー
問
題
の
所
在
お
よ
び
本
稿
の
方
法
論

犯
罪
行
為
者
が
、
事
後
的
に
捜
査
機
関
・
訴
追
機
関
等
に
協
力
し
、
真
実
発
見
に
寄
与
を
す
る
と
い
う
事
実
|
|
以
下
で
は
、

こ
れ
を
総
称
的
に
「
捜
査
協
力
」
と
呼
ぶ
。
例
え
ば
、
自
首
ま
た
は
自
白
の
よ
う
に
白
ら
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
、
ま
た
は
、
い
わ
ゆ
る

内
部
告
発
の
よ
う
に
他
人
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
申
告
す
る
な
ど
|
!
は
、
協
力
者
自
身
の
最
刑
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

二
捜
査
協
力
が
、
少
な
く
と
も
一
定
の
場
合
に
、
正
当
な
量
刑
事
情
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
現
行
刑
法
上
の
根
拠
に
は
、
第
四

一
.
条
の
自
首
規
定
が
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
犯
行
後
の
態
度
が
量
刑
に
影
響
し
う
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
ぜ
正
当
な

量
刑
事
情
と
評
価
さ
れ
る
か
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
細
な
検
討
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
通
説
は
、
従
来
、
お
も
に

政
策
的
な
根
拠
か
ら
こ
れ
を
説
明
し
て
き
た
(
政
策
説
)
。
第
四
二
条
は
、
自
首
の
要
件
と
し
て
「
按
査
機
関
に
発
覚
す
る
前
に
」
を
掲
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。

げ
て
い
る
が
、
こ
の
時
間
的
な
制
約
は
、
「
捜
本
比
の
負
担
軽
減
」
と
い
う
政
策
か
ら
の
み
説
明
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
し

か
し
、
第
一
に
、
第
四
三
条
は
、
制
御
々
の
事
件
に
お
け
る
白
百
に
つ
い
て
の
証
拠
的
価
値
な
い
し
必
要
性
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
す
な

わ
ち
、
自
白
が
な
く
と
も
、
真
実
発
見
が
容
易
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑
罰
を
軽
減
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
一

に
、
こ
の
よ
う
な
政
策
の
た
め
に
減
刑
を
認
め
る
こ
と
の
是
非
が
さ
ら
に
問
題
と
な
る
。
も
し
仮
に
、
こ
の
政
策
が
罪
刑
の
均
衡
、
一
般

予
防
お
よ
び
特
別
予
防
と
い
っ
た
正
巧
な
刑
罰
の
正
劣
化
根
拠
ま
た
は
刑
罰
目
的
を
犠
牲
に
し
て
追
及
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
し
て
|
|
引
け
が
な
く
て
も
、
真
実
発
見
が
容
易
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
と
く

に
1
1
1
1

つ
ね
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
政
策
と
い
え
る
の
か
が
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
第
三
に
、
政
策
説
か
ら
は
、
通
説
判
例

に
よ
っ
て
要
件
と
さ
れ
て
い
る
つ
行
自
の
妊
意
性
」
は
演
岬
押
さ
れ
え
な
い
。
ま
た
、
最
近
の
判
例
に
は
、
「
控
査
機
関
に
発
覚
す
る
前
に
」

の
要
件
を
悔
怯
そ
の
他
の
実
質
か
ら
解
釈
し
、
そ
れ
を
緩
和
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
政
能
説
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
で
の
解
釈
の
吋

能
性
を
お
よ
そ
待
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
多
く
の
学
説
は
、
政
策
の
み
な
ら
ず
、
「
改
僚
に
よ
る
非
難
の
減
少
」
も
投
存
さ
せ
る

な
「
非
難
」
の
も
つ
滋
味
や
、
犯
罪
論
で
い
う
責
任
非
難
と
の
異
同
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
二
震
の
正
男
化
根
拠
を
用
い
る
並
存

説
は
、
要
件
解
釈
の
た
め
に
も
、
こ
れ
ら
の
根
拠
の
初
日
仏
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
判
例
に
お
け
る
第
間
二
条
の
適
用
の
場
耐
で
、
過
度
の
倫
理
化
な
い
し
は
協
力
的
態
度
に
関
す
る
ク
リ
ー
ン
ハ
ン
ド
の
要

請
が
起
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
「
法
と
倫
理
」
の
ば
別
と
い
う
批
判
的
観
点
か
ら
、
政
策
説
ま
た
は
並
存
説
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
ほ
州
要
件
の
.
正
中
i
性
を
向
い
直
す
と
い
う
作
業
が
必
要
だ
ろ
う
。

校
存
説
)
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う

こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、
自
首
規
定
を
合
め
た
捜
査
協
力
と
い
う
量
刑
事
情
が
持
つ
意
味
を
、
刑
罰
論
・
回
収
刑
論
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
体
系
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
帰
結
か
ら
、
正
当
な
自
首



減
刑
の
要
件
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
捜
査
協
力
に
対
す
る
刑
罰
軽
減
を
、
従
来
の
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら

政
策
説
ま
た
は
並
存
説
(
も
し
く
は
、
基
準
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
に
、
非
難
と
政
策
と
を
総
合
判
断
す
る
と
い
う
立
場
)
か
ら
棟
拠

づ
け
て
い
る
限
り
、
予
防
の
必
要
性
お
よ
び
予
後
が
確
実
性
を
も
っ
て
判
断
し
え
な
い
現
状
で
は
、
次
心
意
的
な
基
準
に
よ
り
、
不
要
な
ほ

ど
の
悔
悟
を
要
求
す
る
こ
と
に
つ
・
な
が
る
と
い
う
虞
も
な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
判
例
に
表
れ
た
具

体
的
帰
結
の
適
百
に
つ
い
て
評
価
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
批
判
的
検
討
を
可
能
に
す
る
一
般
基
準
で
あ
る
。

三
と
こ
ろ
で
、
わ
が
同
の
自
首
減
刑
は
、
「
東
洋
の
律
の
伝
統
で
あ
っ
て
、
西
洋
の
刑
法
に
は
例
が
な
い
」
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
命
題
に
よ
れ
ば
、
本
稿
で
扱
お
う
と
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
比
較
法
的
手
法
が
機
能
し
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
多
く
の
量
刑
事
実
の
中
か
ら
、
と
く
に
「
自
首
」
だ
け
を
選
び
出
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
特
別
な
減
刑
規
定
を
実
体
法
の
総
別

に
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
欧
米
諸
国
で
は
一
般
的
な
立
法
形
式
で
は
な
い
。
し
か
し
、
以
下
の
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
、
量
刑
上
「
過

ち
を
償
う
」
態
度
を
寛
大
に
扱
う
と
い
う
思
想
そ
れ
自
体
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
田
を
初
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
刑
法
典
に
お
い
て
、

む
し
ろ
共
通
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
根
拠
お
よ
び
適
用
要
件
な
ど
に
関
す
る
比
較
法
的
手
法
が
ま
さ
に
日
本
の

刑
法
の
解
釈
論
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
で
は
、
最
刑
の
一
般
原
則
が
第
四
六
条
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
第
宇
.
項
は
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
量
刑
事

情
の
中
に
「
犯
行
後
の
行
為
者
の
態
度
」
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
定
義
さ
れ
る
意
味
で
の
「
自
首
」
も
ま
た
、
よ
り
一
般
的
な
概

「

A

O

'

l

戸

念
で
あ
る
「
自
白

5
2
S
E
E日
)
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ド
に
、
総
則
規
定
ト
し
、
正
心
力
な
H
M
刑
事
情
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
悔
悟
」
の
概
念
を
ド
イ
ツ
刑
法
が
お
よ
そ
知
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
は
、
総
則
規
定
で
は

な
く
各
側
規
定
の
中
に
、
実
行
行
為
途
中
ま
た
は
終
了
後
の

J

定
の
態
度
に
つ
い
て
、
「
行
為
に
表
れ
た
悔
悟
(
円
笠
間
四

p
c
m
)
」
と
し
て
、

川
川
の
免
除
ま
た
は
減
軽
を
規
定
し
て
い
る
。

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て

(
1
)
(
岡
上
)
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ま
た
、
近
時
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
い
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
現
代
的
問
題
の

A

つ
に
「
王
冠
証
人
規
定
員
8
2
N
E
m
g
R
m
q
z
z
m
こ

が
あ
る
。

そ
の
沿
革
や
定
義
に
つ
い
て
は
、

後
述
す
る
と
こ
ろ
に
譲
る
が
、

と
く
に
組
織
犯
罪
対
策
の
角
環
と
し
て
、
内
部
行
党
有
白
身

の
刑
事
責
任
を
軽
減
す
る
可
能
性
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

内
部
告
発
者
か
ら
の
証
バ
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
冠
証
人
は
、

他
人
の
犯
罪
事
実
そ
の
他
に
つ
い
て
証
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

わ
が
問
の
自
首
制
度
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
制
度
で
は
あ
る
が
、
真

実
解
明
に
寄
与
J

す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
で
あ
り
、

そ
の
正
当
化
桜
拠
、
量
刑
k
の
意
味
、

さ
ら
に
は
王
冠
証
人
の
証
討
は
自
ら
の
犯
搾

事
実
に
も
関
わ
る
と
い
う
点
で
生
じ
て
く
る
訴
訟
法
上
の
問
題
な
ど
、

の

つ
の
制
度
は
共
通
し
て
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
問
題
点
を

共
有
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
際
、
ド
イ
ツ
で
は
、
テ
ロ
犯
罪
お
よ
び
印
刷
織
犯
罪
に
対
す
る
対
策
と
し
て
王
冠
証
人
規
定
が
導
入
さ
れ
、
学
説
お
よ
び
実
務
に
お
い

て
刑
罰
論
お
よ
び
訴
訟
法
的
観
点
そ
の
他
か
ら
の
激
し
い
批
判
を
合
め
、
議
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
領
域
に
お
け
る
王

冠
証
人
規
定
は
、
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
の
効
采
を
挙
げ
な
か
っ
た
と
い
う
現
出
で
、
一
九
九
九
年
一
二
月
末
日
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
問
題
は
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
分
野
で
は
依
然
と
し
て
王
冠
証
人
規
定
は
存
夜
し
て
い
る
し
、

Tfa-

一
成
証

人
規
定
の
立
法
(
あ
る
い
は
テ
ロ
犯
罪
ま
た
は
組
織
犯
罪
対
策
と
し
て
の
碍
導
入
)
は
、
政
治
的
な
争
点
と
し
て
し
ば
し
ば
遡
上
に
釆
せ

ら
れ
て
い
る
d

本
稿
の
問
題
意
識
は
、
王
冠
証
人
に
対
す
る
刑
罰
軽
減
の
理
論
的
妥
当
性
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
訴
訟
法
的
観
点
な
い
し
実

務
上
の
必
要
性
の
観
点
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
参
照
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
一
連
の
経
緯
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
テ
ロ
犯
罪
お
よ
び
組
織
犯
罪
対
策
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
資
す
る
で

あ
ろ
う
。

以
上
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
も
つ
一
般
的
量
刑
規
定
、
「
行
為
に
表
れ
た
悔
悟
」
規
定
、
王
↓
冠
証
人
規
定
の
三
点
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

比
較
法
の
観
点
か
ら
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
順
序
と
し
て
、

四

一
般
法
と
特
別
法
と
の
関
係
と
言
う
意
味
で
、
ま
ず
、
「
拡
大



の
一
種
」
で
あ
る
王
冠
証
人
規
定
を
取
り
上
げ
、
次
に
、
量
刑
論
の
観
点
か
ら
、
「
行
為
に
表
れ
た
悔

惜
」
お
よ
び
捜
査
協
力
と
い
う
犯
行
後
の
態
度
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
照
し
、
わ
が
閣
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
後
、
わ
が
問
に
お
け
る
議
論
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
判
例
に
お
け
る
捜
査
協
力
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
検

さ
れ
た
「
行
為
に
表
れ
た
悔
悟
」

討
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
帰
結
が
、
捜
査
協
力
の
み
な
ら
ず
、
犯
罪
行
為
終
了
後
の
法
適
合
的
態
度
と
い
う
上
位
概
念
の
下
に
、
例
え

ば
、
被
害
者
と
の
和
解
や
、
法
人
処
罰
の
場
合
に
お
け
る
犯
罪
再
発
防
止
の
た
め
の
コ
ン
ブ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
策
定
に
も
妥
当
す
る
か
百
か

に
つ
い
て
も
、
本
稿
の
締
め
括
り
と
し
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

品
捕
一
一
息
間
十

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
王
冠
証
人
規
定

第
一
款

王
冠
証
人
と
は
何
か
1
1
1
ド
イ
ツ
法
の
ス
ケ
ッ
チ

以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
王
冠
証
人
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
定
義
お
よ
び
法
律
に
お
け
る
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
王
冠
証
人
」
と
は
、
「
な
お
発
覚
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
、
な
お
罪
責
の
説
明
さ
れ
て
い
な
い
第
.
一
一
者
、
通
常
は
、
そ
の
者
に
よ

れ
ば
共
同
正
犯
だ
と
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
、
れ
ら
の
知
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
た
め
に
恩
典
を
う
え
ら
れ
る
お
」
を
い
う
。
上

述
の
よ
う
に
他
の
被
針
人
(
例
え
ば
黒
幕
)
に
対
す
る
不
利
益
祇
誌
を
行
う
と
い
う
点
で
、
自
白
-
白
白
者
と
異
な
り
、
自
ら
も
犯
罪
を

行
っ
た
と
い
う
点
で
、
通
常
の
証
人
に
は
な
い
特
殊
性
を
も
っ
。
王
冠
証
人
と
呼
ば
れ
る
が
、
実
際
に
証
人
と
し
て
出
廷
す
る
こ
と
は
必

G
O
M
 

ず
し
も
要
件
で
は
な
く
、
按
査
段
階
で
情
報
を
提
供
す
る
場
合
も
合
ま
れ
る
。

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て

(
1
)
(
例
上
)
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王
冠
証
人
規
定
の
淵
源
i
ア
ン
ク
ロ
・
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
で
の
実
績

「
王
冠
証
人
」
と
い
う
名
称
は
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
世
紀
以
来
用
い
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
概
念
が
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ

F

却
)

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

0

・
上
冠
説
人
規
定
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
の
刑
事

F
続
法
で

第
ニ
款

カ
法
に
由
米
す
る
こ
と
は
、

数
百
年
米
一
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
刑
事
免
責
制
度
が
、
大
陸
法
系
へ
と
一
定
の
変
谷
を
伴
っ
た
上
で
縦
受
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
大
陸
法
の
訟
統
と
の
調
和
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
後
述
)
。
そ
し
て
、
大
際
法
系
凶
で
、
ド
イ
ツ
の
王
冠
証
人
規
定
導

入
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、
イ
タ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
王
道
証
人
制
度
を
よ
り
よ
く
球
解
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
諸

同
に
お
け
る
端
緒
を
概
略
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

第

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
す
で
に
一
二
世
紀
か
ら
…
六
世
紀
の
間
に
(
そ
し
て
、

ア
ブ
ル

1
ヴ
メ
ン
ト
と
い
う
制
度
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
あ
る
犯
罪
の
界
を
附
わ
れ
て
い
る
者
が
自
白
に
よ
り
情
報
を
提
供
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
国
王
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
合
に
は
、
れ
分
の
共
川
正
犯
に
つ
い
て
公
訴
を
提
起
し
、

そ
の
有
罪
判
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
う
ま
く
行
け
ば
、
ア
ブ
ル

l
ヴ
ァ
!
の
刑
罰
は
軽
減
さ
れ
ま
た
は
完
全
に
釈
放
さ
れ

る
が
、
共
同
正
犯
の
有
罪
判
決
が
獲
得
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
ア
ブ
ル

i
ヴ
ァ
ー
は
、
自
ら
の
自
白
に
基
づ
い
て
有
罪
が
立
告
さ
れ
、

一
八
世
紀
ま
で
コ
モ
ン
ロ
ー
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
)
、

死
刑
が
執
行
さ
れ
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

ア
ブ
ル
!
ヴ
メ
ン
ト
の
制
度
に
代
わ
り
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
は
、
報
酬

Z
g
R仏
国
)
な
い
し
恩
赦
(
宮

E
S印

)

hm
一

と
呼
ば
れ
る
思
典
付
与
の
制
度
が
現
れ
た
。
情
報
提
供
に
対
し
て
、
ど
の
程
度
の
特
典
が
認
め
ら
れ
る
か
は
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
の

葉
さ
と
行
わ
れ
た
情
報
提
供
に
よ
る
寄
与
の
程
度
に
依
存
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

そ
の
後
、



一
九
世
紀
以
降
の
現
行
制
度
へ
と
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
現
症
で
は
、
被
告
人
は
も
は
や
訴
訟

の
客
体
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
証
言
能
力
者
と
し
て
供
述
を
行
う
権
利
が
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
共
同
被
告
人
と
さ
れ
る

者
に
対
す
る
手
続
に
お
い
て
、
証
人
と
し
て
証
一
首
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
は
自
己
負

罪
拒
否
特
権
(
宝
忌
品
。
晶
&
ロ
2
8
-
Eロ
包
旦
E
E
O
ロ
)
を
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
は
、
自
ら
も
犯
罪

を
行
っ
た
情
報
提
供
者
か
ら
、
訴
追
機
関
が
証
言
を
得
る
方
法
は
二
つ
あ
る
と
さ
れ
、
一
方
は
、
情
報
提
供
者
が
自
ら
取
引
を
行
い
、
自

己
負
罪
拒
否
特
権
を
放
棄
す
る
引
き
換
え
と
し
て
、
そ
の
供
述
に
お
い
て
語
ら
れ
る
す
べ
て
の
犯
罪
に
つ
い
て
免
責
を
得
る
こ
と
と
し
て
、

n
M
“
 

任
意
に
供
述
を
行
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
(
い
わ
ゆ
る
免
責
取
引

5
5
5
ε
σ
R官
ssm)、
他
方
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
提
供
者

が
供
述
に
よ
る
協
力
を
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
に
、
証
言
者
の
意
思
に
反
し
て
も
供
述
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
免
責

門

松

山

山

V

を
あ
ら
か
じ
め
与
え
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
前
提
を
奪
い
、
証
言
拒
否
が
で
き
な
く
し
た
上
で
山
批
替
を
さ
せ
る

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
、

と
い
う
方
法
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
と
く
に
特
徴
的
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
証
人
が
自
ら
の
共
同
正
犯
に
対
す
る
刑
事
手
続
で
証
設
を
す
る
際
に
は
、
情

報
提
供
者
自
身
の
手
続
が
終
結
し
て
い
る
こ
と
ま
た
は
共
同
正
犯
と
は
分
離
さ
れ
た
手
続
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
こ

A

お
)

と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
情
報
提
供
者
自
身
の
手
続
の
終
結
と
は
、
検
事
総
長
に
よ
る
訴
え
の
取
下
げ

go--由也
m
g
Z
E
)
、
証
拠
不
十

分
に
よ
る
無
罪
判
決
、
有
罪
の
答
弁

(
m
E
S
唱
庁
間
)
で
の
減
刑
を
伴
う
有
罪
判
決
が
あ
り
う
る
。

王
冠
証
人
は
、
大
英
帝
国
に
お
い
て
は

E-uRam『
同
町
田
と
も
呼
ば
れ
、

I
R
A
対
策
と
し
て
と
く
に
重
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
テ
ロ
活
動

-
幻
)

を
決
定
的
に
封
じ
込
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
王
冠
証
人
に
よ
る
誤
っ
た
供
述
に
よ
る
誤
判
も
存
在
し
た
と
い
う
。

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
(

1

)

(

岡
上
)

一一一一五
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ノ、

空当-
2 

ア
メ
リ
カ
法

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、

一
九
阪
紀
に
す
で
に
思
赦
の
-
形
態
と
し
て
、
進
ん
マ
供
述
し
よ
う
と
し
な
い
被
行
人
に
あ
ら
か
じ
め
思
赦

を
う
え
、
そ
の
者
白
身
に
は
何
度
の
訴
追
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
保
障
し
て
自
己
負
罪
裕
一
台
特
権
の
援
用
を
封
じ
た
上
で
、
証
人
と
し
て

一
部
~

他
の
叫
ん
犯
に
つ
い
て
の
供
述
を
強
制
す
る
と
い
う
実
務
が
存
症
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

一
九
批
紀
半
ば
に
は
、
現
在
の
イ
ミ
ユ
ニ

テ
ィ
に
つ
な
が
る
原
型
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
各
州
で
も
イ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
法
が
制
定
さ
れ
、
証
人
か
ら

PH己
負
掠
杭
百
特
権
を
奪

ぃ
、
そ
の
意
味
で
証
人
は
証
一
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
見
返
り
に
供
述
の
対
象
で
あ
る
犯
行
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
追
か
ら
解

放
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
供
述
を
強
制
す
る
場
合
と
任
意
で
供
述
に
応
じ
る
場
合
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
法
の
イ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
が
王
冠
証
人
の
以
型
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

も
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
を
含
ん
で
い
る

(
f
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
法
ゼ
は
、
川
以
も
十
日
い
第
一
の
形
態
と
し
て
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

a

一
一
段
で
吋
法
取
引
と
呼
ん
でし、

わ
ゆ
る
「
行
為
免
責
(
号
富
山
岳

2
3と

5
3
5
F
qこ
す
な
わ
ち
証
討
を
行
う
犯
罪
に
つ
い
て
証
人
を
訴
追
の
危
険
か
ら
解
放
す
る
も
の
、

第
一
一
の
形
態
と
し
て
、
「
館
別
免
京
(
口
出
向

5
5
5ぎ
こ
す
な
わ
ち
訴
追
免
除
で
は
な
く
、
要
求
さ
れ
る
証
言
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
し

て
得
ら
れ
る
説
拠
の
使
用
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
同
で
は
、
免
責
付
与

d

子
続
き
よ
り
も
、
検
察
と
被
告
人
と
の
協

h

出
h
〉

に
よ
る
自
発
的
証
言
の
方
が
重
要
性
が
あ
り
、
虚
偽
供
述
の
危
険
に
は
、
交
万
一
尋
問
と
補
強
証
拠
で
対
処
し
て
い
る
と
い
う
。

第

イ
タ
リ
ア

イ
タ
リ
ア
で
は
、
長
ら
く
マ
フ
ィ
ア
対
策
と
し
て
の
特
別
交
法
を
も
っ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

一
九
七
九
年
お
よ
び
一
九
八
二
年
の
・
J
度

の
特
別
立
法
宏
明
官
官
呈
巴
「
梅
悟
者
法
」
)
を
経
て
、
極
左
テ
口
組
織
「
赤
い
旅
図
面
ユ
明
書
閉
ざ
笠
)
」
対
策
に
大
き
な
成
果
を
挙
げ

J

油

加

担

た
。
と
く
に
一
九
八

O
年
の
王
冠
証
人
ベ
チ
官
巳
の
供
述
は
、
赤
い
旅
団
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。



イ
タ
リ
ア
で
も
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、

一
九
七

0
年
代
後
半
に
誘
拐
や
虐
殺
な
ど
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
り
危
機
的
状
況
が
発
現
し
、

九
七
九
年
に
、
王
冠
証
人
制
度
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
お
よ
び
身
代
金
奪
取
の
領
域
で
導
入
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

一
九
九

O
年
に
、
王
冠
証
人
規

定
は
、
薬
物
犯
罪
の
領
域
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、

一
九
九
一
年
に
は
マ
フ
ィ
ア
犯
罪
に
拡
大
さ
れ
た
。

イ
タ
リ
ア
で
王
冠
証
人
の
供
述
を
得
る
た
め
の
制
度
と
は
、
実
体
法
上
の
一
連
の
免
責
と
訴
訟
法
上
の
証
人
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
。

実
体
法
上
の
要
件
と
し
て
は
、
行
為
の
結
果
を
縮
小
す
る
こ
と
に
寄
与
し
、
共
同
行
為
者
の
特
定
と
逮
捕
の
た
め
に
、
刑
事
訴
追
機
関
に

決
定
的
な
助
一
一
日
を
与
え
た
場
合
に
刑
が
軽
減
さ
れ
、
完
全
な
刑
の
免
除
は
、
任
意
に
結
来
の
発
生
を
妨
げ
、
行
為
を
再
現
し
、
共
凶
行
為

者
の
可
能
性
の
あ
る
者
を
特
定
す
る
た
め
の
証
拠
を
提
供
し
た
場
合
に
可
能
と
な
る
。

第
一
二
款

ド
イ
ツ
に
お
け
る
王
冠
証
人
規
定
導
入
ま
で
の
経
緯

内
幻

h

M

J

九
七

0
年
代
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
社
会
的

背
景
と
し
て
は
、
「
赤
軍
会
派

(mog
〉
5
8
F白
E
Cロ
川
河
〉
明
)
」
に
よ
る
政
治
z

一
本
の
誘
拐
お
よ
び
殺
害
が
頻
発
し
た
と
い
う
こ
と
が
挙

F

お
」

げ
ら
れ
る
。
般
か
に
当
時
、
議
論
の
き
っ
か
け
は
、
政
治
的
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
領
域
に
お
い
て
生
じ
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
王
冠
証
人
規
定

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
王
冠
証
人
規
定
の
導
入
が
検
討
さ
れ
始
め
た
の
は
、

が
最
初
に
立
法
さ
れ
た
の
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
と
し
て
で
は
な
く
、
一
九
八
-
一
年
一
月
一
日
の
麻
薬
法
面
白

5
5
5∞
m
E
5
r山

町
回
目
円

N
)

〔

mF

に
お
い
で
で
あ
っ
た
。
第
二
一
.
条
は
、
①
自
ら
の
知
る
と
こ
ろ
を
任
意
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
行
為
関
与
以
上
に
、
行

為
を
解
明
す
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
し
た
場
合
、
②
自
ら
が
そ
の
計
刷
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
、
麻
薬
法
に
定
め
る
一
定
の
犯
罪
行
為
を

な
お
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
適
時
に
、
任
意
に
自
ら
の
知
る
と
こ
ろ
を
機
関
に
明
ら
か
に
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
刑
の
減
軽
ま
た
は

免
除
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
定
め
た
。
し
か
し
、
麻
薬
法
に
お
け
る
王
冠
証
人
規
定
に
対
す
る
批
判
は
、
次
に
現
れ
る
王
冠
証
人
規
定

ほ
ど
に
は
大
き
く
な
い
。

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
(

1

)

(

岡
上
)
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ず
、
王
冠
証
人
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
が
テ
ロ
犯
罪
の
解
明
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

は
、
強
力
な
県
九
州
に
も
か
か
わ
ら

加
~
ぷ
柑

い
わ
ゆ
る
王
冠
証
人
法
第
限
条
と
い
う
特

別
伝
法
に
よ
り
、
テ
ロ
犯
罪
(
刑
法
典
第
一
一
九
条
互
に
限
定
し
て
、
王
冠
証
人
規
定
を
導
入
し
た
。
こ
れ
は
、
初
闘
は
‘
九
九
.. 年

月
二
て
日
ま
で
の
時
限
立
法
で
あ
っ
た
ο

そ
の
後
、

一
九
八
六
年
の
政
権
交
代
後
、
与
党
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟

(
C
D
U
)

同
法
の
適
用
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
こ
の
時
限

L

弘
法
は
二
度
の
延
長
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

界
お
よ
び
組
織
犯
罪
に
お
け
る
王
冠
証
人
規
定
の
期
限
延
長
の
た
め
の
法
栄
町
が
、

C
D
U、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
お
よ
び
自
由
民
主
党

p
e上
T

h

の
共
同
会
派
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
こ
れ
が
ん
よ
五
一
致
で
可
決
さ
れ
た
た
め
、
同
規
定
は

♂

げ

拍

ザ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

九
九
五
年
‘
二
月
七
日
、
テ
ロ
犯

九
九
九
年
二
月
三

J
Hま
で
期
限
が
延
長
さ

与
九
九
二
年
の
い
わ
ゆ
る
組
織
犯
罪
対
策
法

5
2
3
N
R
∞
兵
苦
宣
言
明
仏

2
0円
明
言
語
コ

B
E
E
S
-
-
s
u
で、

マ
ネ

i
ロ
!
ン
ダ
リ
ン
グ
非
(
刑
法
典
第
-
一
六

A

条
第
一

O
項
)
に
つ
い
て
も
主
溜
証
人
規
定
が
設
け
ら
れ
、
-
九
九
四
年
の
い
わ
ゆ
る

犯
罪
対
策
法
三
m
号
お
♀

g
谷町

E
B
Z
S加
印
刷

22N)
で
は
、
王
冠
証
人
法
第
五
条
が
追
加
さ
れ
、

E
冠
一
社
人
規
定
は
、
刑
法
典
第
一
:
九

(
綿

条
に
担
げ
る
組
職
犯
罪
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
ほ
か
、

も
っ
と
も
新
し
い
王
冠
証
人
規
定
は
、
公
務
員
法
に
あ
る
。

一
九
九
七
年
の
腐
敗
対
策
法
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
懲
戒
規

定
(
∞

5R出
向
丘
町

NFMMHER2Egm)
第
一
…
条

a
が
そ
れ
で
あ
る
。

問
し
か
し
、
そ
の
後
、
政
権
が
交
代
し
、
社
会
民
主
党
と
緑
の
党
と
の
連
立
政
権
の
下
、
テ
ロ
犯
罪
お
よ
び
組
織
犯
罪
に
お
け
る
王

冠
証
人
規
定
は
、
現
在
、
(
一
応
の
)
終
わ
り
を
針
げ
た
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
九
九
年
一
二
月
一
一
一
日
の
連
邦
議
会
は
、
同
年
度
末
で
失

効
す
る
一
上
冠
証
人
に
関
す
る
条
項
法
律
の
期
間
延
期
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
。
王
冠
証
人
規
定
が
、
こ
れ
ら
の
領
域
に
関
し
て
、
そ

の
問
、
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
の
成
果
を
挙
げ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
稲
明
白
で
あ
る
。
野
党
と
な
っ
た

C
D
U
は
、
二

O
O
一
一
年
一



{
加

一
一
月
一
二
…
日
ま
で
の
期
間
延
期
を
主
張
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
退
け
ら
れ
た
。

第
四
款

各
王
冠
証
人
規
定
の
要
件
お
よ
び
法
効
果

第

麻
薬
法
に
お
け
る
王
冠
証
人
規
定
(
第
一
一
二
条
)

同
五
一
砧
証
人
が
情
報
を
提
供
す
る
対
象
と
な
る
犯
罪
は
、
麻
薬
法
の
王
冠
証
人
規
定
は
、
以
下
に
述
べ
る
王
冠
証
人

法
に
定
め
ら
れ
た
も
の
と
異
な
り
、
と
く
に
麻
薬
法
に
定
め
ら
れ
た
犯
罪
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
対
象
犯
罪
が
限
定
さ
れ
て
い
る

適
用
対
象
者

王
冠
証
人
規
定
は
、
「
小
」
王
冠
証
人
規
定

(
5
2
5
寄
S
N
g
m
gお
関
与
旨
間
)
と
呼
ば
れ
る
。

川
告
発
行
為
「
行
為
者
自
身
の
行
為
寄
与
d

を
超
え
て
、
行
為
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
こ
の
要
件
は
、
次
の
王
冠
証
人
法
の
要

件
よ
り
も
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
第

A

の
形
態
と
し
て
、
れ
ら
の
知
る
と
こ
ろ
を
任
意
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必

要
だ
が
、
行
為
を
解
明
す
る
こ
と
に
「
著
し
く
」
寄
与
し
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
は
第
島
一
の
形
態
と
し
て
、
れ
ら
が
そ
の
計
阿

に
つ
い
て
知
る
、
麻
薬
の
栽
培
、
取
引
そ
の
他
で
犯
情
の
重
い
場
合
(
同
法
第
二
九
条
第
三
柄
引
)
、
.
八
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
交
付
な

ど
(
同
法
第
二
九
条

a
第

A

項
)
、
総
織
形
態
に
よ
る
麻
薬
製
造
・
売
買
等
(
第
三

O
条
第
‘
頃
ゴ
組
織
形
態
に
よ
る
多
慌
の
麻
薬
製
造
・

光
買
等
(
第
一
一
一

O
条

a
第
一
項
)
に
定
め
る
犯
罪
行
為
を
な
お
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
適
時
に
、
任
意
に
自
ら
の
知
る
と
こ
ろ
を
機
関
に

明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
事
件
発
覚
と
い
う
結
果
が
生
じ
う
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

麻
薬
法
に
お
け
る
処
理
は
、

び
刑
の
免
除
で
あ
り
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

(c) 

手
続
お
よ
び
法
効
果

い
ず
れ
も
実
体
法
的
な
予
当
て
、
す
な
わ
ち
泣
刑
に
お
け
る
刑
の
減
軽
お
よ

最
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て

(
1
)
(
附
上
)

d
-
-
d
f
u
 

…一
4
4
j



筑
波
法
政
第
一
二
十
八
日
万
(
一
一

O
O
五

問
。

第

テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
お
よ
び
組
織
犯
罪
対
策
と
し
て
の
王
冠
証
人
規
定

玉
川
叫
証
人
法
第
同
条
お
よ
び
第
五
条
)

こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
王
冠
証
人
規
定
が
一
九
九
九
年
一
二
月
二

a

一
日
を
も
っ
て
失
効
し
た
こ
と
は
k
述
の
通
り
で
あ
る
が
、

こ
れ

ら
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
規
定
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

.L
冠
証
人
法
は
立
法
将
初
は
、

テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、

h
へ
、
川
、
日
比
泳
出
口
U
H
ト
こ

、〆U
1
阜
作
弘
前
X

ヨド
J
t
u

た二つ
0":' Vミ

そて
しこ
てれ
[，iJ を
時定
にめ
、た

い
わ
ゆ
る
王
冠
証
人
法
の
主
た
る
日
的
は
、

テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
将
米
の
犯
非
遂
行
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
っ

間
に
疑
心
を
抱
か
せ
、

す
で
に
行
わ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
の
解
明
、
犯
罪
者
の
逮
捕
お
よ
び
テ
ロ
組
織
・
犯
罪
組
織
内
部
の
構
成
員
相
任

組
織
を
内
部
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
も
日
論
ま
れ
て
い
る
。

何
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
花
罪
同
体
結
成
罪
(
刑
法
典
第
一
二
九
条
)
に
定
め
る
犯
罪
行
為
ま
た
は
関
連

犯
罪
行
為

(
2
5
岳
百
円

5
N
E
S
5
8
2
E
話

器
v
o
E
o
d同
)
の
正
犯
ま
た
は
共
犯
で
あ
る
(
王
冠
証
人
法
第
問
条
第
一
項
)
。
組
織
犯

罪
対
策
と
し
て
の
王
冠
証
人
規
定
の
対
象
犯
罪
は
、
テ
ロ
組
織
設
立
罪
(
第
一
二
九
条

a)
に
定
め
る
犯
罪
行
為
ま
た
は
関
述
犯
罪
行
為

で
あ
る
。
犯
罪
組
織
の
目
的
は
、
第
七
三
条
d
の
拡
大
収
奪
を
命
じ
る
こ
と
の
で
き
る
犯
罪
行
為

i
i
t
多
く
は
重
大
な
財
産
犯

i
!
の

適
用
対
象
者

遂
行
に
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
も
関
連
犯
罪
を
合
む
が
、
こ
れ
は
重
罪
に
限
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
に
お
い

い
部
』

て
法
文
は
あ
え
て
被
疑
者

2
R
E
n
z
c明
白
『
)
の
語
を
用
い
て
い
な
い
。

第
二
一
九
条
お
よ
び
第

J

二
九
条

a
に
定
め
る
犯
罪
の
ほ
か
、
そ
れ
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
犯
罪
行
為
の
正
犯
ま
た
は
共
犯
に
も
、
王

冠
証
人
規
定
は
適
用
さ
れ
る
。
対
象
犯
罪
(
一
般
に
「
解
明
行
為
(
〉
Z
P
5
5口
明
日
吉
)
」
と
も
呼
ば
れ
る
)
が
一
定
の
犯
罪
に
限
定
さ
れ

ず
、
犯
罪
類
型
を
特
定
し
な
い
関
連
行
為
も
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
王
冠
証
人
規
定
は
、
「
大
」
王
冠
証
人
規
定
(
加

S
F
寄
6
2
N
白石

g}

円。明。

za)
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
領
域
の
王
冠
証
人
規
定
は
、
麻
薬
法
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
こ
の
関
連
行
為
は
、
実
体
法

上
の
罪
数
論
に
お
け
る
競
合
関
係
声
。
口
町

g
E
)
と
は
一
応
無
関
係
で
あ
り
、
曲
間
取
的
に
は
、
第
.
二
九
条
ま
た
は
第
一
一

A

九
条

a
の



一
何
回
可

罪
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
犯
罪
や
必
要
な
手
段
そ
の
他
を
調
達
す
る
た
め
の
犯
罪
を
指
す
。

対
象
行
為
と
の
関
係
で
、
王
冠
証
人
は
、
日
ら
が
対
象
行
為
に
関
与
し
て
い
る
場
合
の
「
内
部
」
王
冠
証
人

(
E
R
5
2
関

H
E
N
S開

何
)

と
王
冠
証
人
は
対
象
犯
罪
と
は
別
の
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
が
、
対
象
犯
罪
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
す
る
「
外
部
」
王
冠
証
人

(
2
8
3
q

A

印
}

FSNnan)
の
二
穫
に
分
か
れ
る
。

し
か
し
、
王
冠
証
人
に
対
す
る
特
典
付
与
に
は
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
犯
罪
が
民
族
謀
殺
(
第

A

一二

O
条

主

で

あ
る
と
き
、
お
よ
び
、
謀
殺
(
第
一
一
一
一
条
)
ま
た
は
故
殺
(
第

J

二
二
条
)
の
正
犯
に
対
し
て
は
、
王
冠
証
人
の
訴
追
免
除
は
認
め
ら

-hu 
(
 

(
第
四
条
第
一
二
項
)

0

行
発
行
為
上
述
凶
の
者
が
庇
接
ま
た
は
二
定
の
第
三
者
を
介
し
て
、
自
ら
の
知
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る

、
と
で
あ
る
。
ま
た
、
各
号
に
定
め
る
日
的
を
達
成
す
る
の
に
「
適
し
た
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の

拙
)

日
的
を
現
実
に
達
成
し
た
こ
と
は
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
日
的
と
は
、
対
象
犯
罪
の
遂
行
を
阻
止
す
る
こ
と
(
第

J
Z
、

(
。
内
同
開
口
一
u即同

-mロ)

ーよ、

胃ゆ
a
q
J
J
'
B
V

王
冠
証
人
が
そ
れ
に
関
守
し
た
と
き
は
自
ら
の
行
為
寄
与
を
超
え
て
、
対
象
犯
罪
の
解
明
を
促
進
す
る
こ
と
(
第
-
一
号
)
、
ま
た
は
そ
れ

ら
の
正
犯
も
し
く
は
共
犯
の
逮
捕
(
第
三
号
)
で
あ
る
。

解
釈
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
こ
の
告
発
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
は
、
控
資
機
関
に
と
っ

山
間

て
、
全
部
ま
た
は
一
部
が
未
知
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
で
あ
る
。
有
力
説
は
こ
れ
を
恥
同
定
す
る
の
で
、
般
十
九
札
機
関
が
事
実
に
つ

い
て
す
べ
て
知
っ
て
い
た
場
合
は
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

合 (c)

が
あ
り

.:? 、-
れ
ぞ
れ
手
続
を
異

す
る

手
続
お
よ
び
法
効
果

訴
追
免
除
(
第
四
条
第
一
項
)

の
場
合
と
、
訴
追
後
の
刑
の
免
除
お
よ
び
軒
減
(
第
開
条
第

-

4

頃
)
。〉

場

訴
追
そ
の
も
の
を
免
除
す
る
場
合
、
具
体
的
な
事
案
に
お
け
る
決
定
は
、
連
邦
検
事
総
長
(
。
m
Z
E
Z
E
2
8
5
M
Z
)
の
裁
量
に
M

摘
す

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て

(
1
)
(
悶
k
)

一
間



筑
波
法
政
第
三
十
八
号
(
一
一

O
O
五
)

utJ 

る
が
、
訴
追
免
除
の
要
件
の
一
つ
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
刑
事
部
の
同
意
が
あ
る
(
第
開
条
第
一
項
)

0

他
方
、
刑
の
免
除
お
よ
び
軽
減
の
場
合
は
、
有
罪
判
決
の
一
種
と
し
て
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

刑
の
軽
減
は
、
科
さ
れ
る
刑
の
法
体
上
の
最
下
限
ま
で
に
主
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
は
自
由
刑
に
代
え
て
罰
金
刑
を
一
計
渡
す
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
裁
判
所
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
一
五
二
一
条
b
第
a
t攻
に
従
い
、
手
続
を
打
切
る
こ
と
も
で
き
る
の
そ
の
場
合
、
本
米
、
第
.

五
一
一
一
条
b
は
担
当
検
事
の
同
意
を
要
件
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
王
冠
証
人
規
定
の
適
用
に
よ
る
場
合
は
、
と
く
に
連
邦
検
事
総
長
が
こ
れ

を
行
う
こ
と
に
な
る
(
第
四
条
第
二
項
)

0

い
ず
れ
の
場
合
も
、
王
冠
証
人
の
告
発
行
為
が
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
に
恩
典
が
付
与
さ
れ
る
か
百
か
は
、
管
特

機
関
の
裁
量
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
思
典
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
捜
資
段
階
で
検
察
が
寛
刑
を
約

来
し
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

小
括

i
i
i
ド
イ
ツ
に
お
け
る
王
冠
証
人
規
定
の
形
式

{
m
間

判

前

王
冠
証
人
の
規
定
の
あ
り
方
は
、
比
較
法
的
に
見
て
、
次
の

4
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
う
る
。
①
有
罪
判
決
後
の
思
赦
に
よ
る
方
法
、

(
倒
v

②
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
刑
事
免
責
、
③
実
体
法
的
解
決
と
し
て
の
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
方
法
、
④
訴
訟
法
的
解

決
と
し
て
の
手
続
の
打
切
り
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
王
冠
証
人
法
に
よ
る
王
冠
証
人
規
定
は
、
混
合
型
で
あ
り
(
不
訴
追
(
第
1
項
)
と
刑

の
減
免
(
第

2
項
)
)
、
麻
薬
法
は
実
体
法
的
解
決
で
あ
り
も
っ
ぱ
ら
裁
判
所
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

第



第
三
章

王
冠
証
人
規
定
に
つ
い
て
の
法
的
問
題
点

王
冠
証
人
規
定
の
制
度
化
に
つ
い
て
、
と
く
に
ド
イ
ツ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
上
述
の
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

山
判
叫
~

諸
国
に
比
し
て
も
圧
倒
的
に
こ
れ
を
批
判
す
る
見
解
が
多
い
。

さ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
王
冠
証
人
に
対
す
る
批
判
は
、
な
お
つ
ね
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
而
に
お
い
て
表
れ
て
い
る
。
王
冠
証
人
制
度

に
対
す
る
、
そ
の
他
の
国
々
で
の
実
務
上
の
実
績
や
黙
示
的
な
支
持
よ
り
も
、
我
々
に
と
っ
て
む
し
ろ
示
唆
的
で
あ
る
の
は
、
批
判
の
背

後
に
あ
る
理
論
的
な
問
題
点
あ
る
い
は
法
的
な
蒸
本
以
則
と
同
制
度
と
の
調
和
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

王
冠
証
人
に
対
す
る
批
判
は
、
お
も
に
一
二
つ
の
側
刷
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
、
刑
事
訴
訟
法
お
よ
び
刑
事
政
策
の
側
副
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
お
、
以
下
で
取
り
上
げ
る
批
判
は
、
す
べ
て
正
当
な
批
判
だ
と
忠
わ
れ
た
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ド
イ
ツ
で
現
に
存
在
し
た
議
論
状
況
を
、
賛
否
両
論
合
め
、
と
も
か
く
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。
重
要
な
批
判

に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
わ
が
凶
へ
の
導
入
可
能
性
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
一
款

憲
法
上
の
疑
念

同

か

ら

の

競

念

が

提

起

さ

れ

て

い

る

。

王

冠

証

人

規

定

は
、
連
邦
検
事
総
長
の
裁
泣
を
大
き
く
認
め
た
任
意
規
定
(
穴

EDb〈
2
2
Eき
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
当
事
者
間
の
「
取
引
交
渉
の

余
地
(
〈
向
島
き

&
E怒
名

E
g
g
B
)
」
に
道
を
開
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
反
大
な
犯
罪
の
被
疑
持
を
訴
追
か
ら
解
放
し
、
不
処

罰
に
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
取
引
交
渉
は
、
公
判
廷
外
で
の
非
公
開
手
続
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
法
秩

r

花
}

序
の
妥
当
力
に
対
す
る
問
民
の
信
頼
が
揺
ら
ぎ
、
同
氏
の
法
意
識
が
危
殆
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

法
治
国
家
原
則
違
反

第
一
に
、
法
治
問
家
原
則
(
基
本
法
第
二

O
条
)

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
(

1

)

(

拘

k
)

UY 
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法
治
問
山
本
原
則
か
ら
は
法
的
安
定
性
の
原
則
が
導
き
出
さ
れ
、

η
 

る
こ
と
に
な
る
が
、

ま
た
、

こ
の
原
則
に
よ
れ
ば
統
晶
的
で
-
立
し
た
法
適
用
が
要
請
さ
れ

王
冠
証
人
規
定
に
お
い
て
は
別
の
免
除
ま
た
は
減
税
が
裁
判
行
ま
た
は
検
祭
官
の
裁
量
に
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
こ

の
点
が
問
題
と
な
り
う
る
c

し
か
し
、

こ
れ
は
法
的
安
定
性
と
倒
別
事
例
の
正
当
性
の
対
荻
関
係

を
如
何
に
解
決
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
立
法
者
の
担
、
つ
べ
き
問
題
だ
と
し
て
違
憲
だ
と
は
い
っ
て
い
な
い
。

川
川
，
平
等
原
則
違
反
第
ム
に
、
一
平
等
原
則
(
基
本
法
第
三
条
第
二
現
)
は
、
法
の

F
の
平
等
を
意
味
し
、

州

状
態
に
あ
る
苫
は
、
一
平
等
な
取
扱
い
を
要
求
し
う
る
」
Jr.
一
地
証
人
に
は
、

こ
の
問
題
を
提
-
ぶ
し
た
論
者
自
身
が
、

「
他
の
許
・
:
と
何
一
の
法

同
.
の
犯
罪
類
型
の
中
で

a-U
の
行
為
者
に
対
し
て
、

各
自リ

上
の
法
定
刑
を
超
え
た
特
典
が
う
え
ら
れ
る
ο
一
平
等
以
別
は
、
次
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
側
泌
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

同
合
の
犯
罪
に
関
与
し
た
荷
で
あ
り
な
が
ら
、

食

「

ノ

こ

ふ

1
晶

、

'
l
l
 

王
冠
一
社
人
と
そ
の
供
述
が
有
罪
託
拠
と
さ
れ
る
他
方
共
犯
者
ー
と
の
間
の
不
平
等
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、

同
師
恨
の
あ
る
い
は

M
a
の
犯
行
を
行
い
な
が
ら
、

犯
行
後
の
態
度
を
異
に
す
る
荷
の
問
の
不
平
等
で
あ
り
、

ほ
か
に
も
、
同

王
冠
証
人
規
定
を
適
附
さ
れ
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
不

様
の
犯
行
を
行
い
、
犯
行
伎
の
協
力
的
態
度
も
同
様
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

一

山

M

Jr等
が
い
わ
れ
る
ο

こ
の
場
合
は
単
な
る
一
平
等
取
扱
い
以
上
に
、

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
暴
力
犯
罪
や
組
織
犯
罪
の
行
為
者
に
刑
の
減
免
の
特
典

が
認
め
ら
れ
る

A
Hで
、
他
方
、
比
較
的
危
険
で
な
い
、

部
一

転
現
象
さ
え
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
他
の
一
般
の
犯
罪
行
為
者
に
つ
い
て
は
こ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
逆

批
判
者
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
後
者
の
意
味
に
お
け
る
不
一
平
等
は
谷
易
に
は
正
当
化
し
え
ず
、
さ
ら
に
王
冠
誠
人
に
よ
る
真
相
解
明
の
た

め
の
援
助
が
ま
っ
た
く
必
要
が
な
い
場
合
、
つ
ま
り
、
王
冠
証
人
が
い
な
く
と
も
、
真
相
の
解
明
が
な
お
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、

こ
の
よ
う
な
措
置
を
合
刻
化
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
の
正
当
化
の
根
拠
を
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば

お
よ
そ
一
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
訴
追
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
捜
査
の
必
要
性
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
、
王
冠

(
担
v

証
人
の
証
言
の
絶
対
的
必
要
性
す
な
わ
ち
「
捜
査
上
の
緊
急
状
態

(
P
E
a
g加
m
g
z
g己
)
」
と
い
う
要
件
で
あ
る
。
王
冠
誠
人
と
そ
の



M
Y
A
)
 

他
の
犯
罪
に
お
け
る
協
力
者
と
の
差
別
化
を
こ
の
要
件
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
で
、
刑
事
司
法
の
機
能
力
(
明

E
E
S患
n
y円高
r
2
5

を
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
王
冠
証
人
規
定
は
、

一
般
規
定
と
し
て
刑
法
典

に
随
時
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
秩
序
を
揺
る
が
す
よ
う
な
緊
急
時
の
み
に
時
間
的
ま
た
は
領
域
的
に
制
限
さ
れ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
ο

(
同

比
例
性
の
原
則

S
E
a
E
N
仏
白
『
〈
刊
号
笹
口
仲
間
ヨ
民
話
宮
芹
)
に
よ
れ
ば
、
公
権
力
の
介
入
と
し
て
、
結
果
達

成
の
た
め
に
必
要
(
由
民
。
amEnE)
か
つ
適
切
な
(
問
自
己
唱
さ
手
段
の
み
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
自
体
必
要
な
手
段
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
よ
う
と
す
る
結
果
と
均
衡
し
な
い
(
釦
急
足
〈

R
Eぎ
を
と
き
は
、
そ
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
す
る
c

こ
こ
で
い
う
「
適
切
性
」
と
は
、
手
段
が
目
的
達
成
の
た
め
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
完
全
に
不
適
切
な
わ
け
で
は
な
い
と
い

(c) 

比
例
性
原
則
違
反

う
こ
と
を
意
味
し
、
「
必
要
性
」
と
は
す
べ
て
の
適
切
な
手
段
の
う
ち
も
っ
と
も
認
健
な
手
段
を
い
う
。
そ
し
て
、
子
段
と
日
的
と
の
衡

川
県
を
要
求
し
、
あ
る
手
段
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
る
不
利
益
が
上
同
る
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
な
公
権
力
の
介
入
は
珪
し
抑
え
ら
れ
る
べ

き
だ
と
い
、
お
そ
し
て
、
比
例
性
は
、
量
的
な
意
味
(
「

4

人
の
王
越
証
人
を
不
処
罰
に
し
、
他
方
で
一
一
人
の
犯
人
を
処
罰
す
る
」
)
で
の

門
閥
ず

み
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
質
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
王
冠
証
人
の
協
力
に
よ
り
解
明
さ
れ
た
犯
罪
行
為
と

E
巡

訴
人
自
身
の
犯
罪
行
為
と
の
間
に
は
不
法
内
容
の
差
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
現
出
か
ら
王
冠
証
人
法
第
三
項
は
、
刑

九
回
}

法
第
二
一
一

O
条
に
つ
い
て
全
面
的
な
適
用
除
外
、
第
一
二
品
条
お
よ
び
第

4

二
二
条
の
訴
追
免
除
お
よ
び
刑
の
免
除
に
つ
い
て
は
適
用
除

外
を
定
め
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
。

な
お
一
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
王
冠
証
人
規
定
は
、
「
捜
査
上
の
緊
急
状
態
」
を
乗
り
切
る
の
に
適
切
な
子
段
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が

必
要
で
相
当
な

(
g
m
g
g
z
E
手
段
で
あ
る
か
に
は
問
題
が
残
る
と
い
、
っ
。
そ
こ
か
ら
、
あ
る
学
説
は
、
五
位
諸
人
規
定
が
合
憲
的
で

九
郎

あ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
よ
り
大
き
な
利
益
を
達
成
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
王
冠
証
人
自
身
の
犯
罪
と
彼
が
解
明
し

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
(

1

)

(

岡
上
)

|羽
Ii. 
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四
六

た
犯
罪
と
の
間
で
そ
の
不
法
内
容
に
差
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
要
件
と
な
る
。

同
一
一
躍
分
立
違
反
そ
の
他
に
も
、
王
冠
証
人
を
宥
慰
す
る
手
続
き
に
つ
い
て
、
主
権
分
立

(psrgEza哲
吉
む
違
反
の

可
能
性
に
も
許
及
さ
れ
て
い
る
。
王
道
証
人
規
定
は
、
訴
追
免
除
と
い
う
事
件
を
終
結
さ
せ
る
決
定
に
裁
判
所
を
関
与
さ
せ
る
も
の
で
あ

円

松

町

内

v

る
か
ら
、
こ
れ
が
裁
判
官
の
み
に
属
す
べ
き
権
限
を
侵
食
し
、
検
察
官
の
権
限
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
一
一
一
様
分
立

自
捕

d

違
反
の
疑
い
が
生
じ
る
と
い
、
っ
。

し
か
し
、
論
者
に
よ
れ
ば
、
一
土
冠
証
人
規
定
の
適
用
に
よ
る
手
続
打
切
り
は
、
検
察
官
に
事
件
の
判
決
を
下
す
機
能
を
認
め
た
わ
け
で

は
な
く
、
裁
判
所
の
同
意
を
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
検
察
だ
け
で
は
確
定
力
を
も
っ
て
事
件
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

九

附

別

』

い
う
現
出
か
ら
、
こ
の
制
度
が
そ
れ
だ
け
で
三
権
分
立
違
反
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。

第
一
款

刑
事
訴
訟
法
の
観
点
か
ら
の
疑
念

同
起
訴
訟
定
主
義
と
の
調
和
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
は
、
起
訴
法
定
主
義
を
採
用
す
る
(
第
一
五
二
条
第
二
項
)
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

検
察
は
、
一
つ
に
は
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
存
在
す
る
と
き
、
捜
査
を
始
め
る
こ
と
を
、
ま
た
他
方
で
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
十
分
と
な
っ
た
と
き
、

日
開
}

公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
王
冠
証
人
規
定
が
、
こ
の
制
度
と
馴
染
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
が
、
刑
事
訴
訟
法
の

観
点
か
ら
す
る
批
判
の
中
で
も
第
一
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
す
で
に
第
一
五
一
一
一
条
以
下
が
、
起
訴
法
定
主
義
の
例
外
を
定
め
て
い
る
。
ロ
ク
シ
ン
に
よ
れ
ば
、
刑
事
訴

訟
法
第
一
五
一
一
一
条
以
下
の
不
訴
追
お
よ
び
手
続
打
切
り
は
、
①
事
業
の
軽
微
性
を
理
由
と
す
る
類
型
(
第
一
五
一
一
一
条
、
第
一
五
開
条
、
第

一
五
四
条

a)
、
②
軽
罪
事
件
に
つ
い
て
、
刑
罰
以
外
の
方
法
で
刑
事
訴
追
の
利
益
を
消
滅
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
類
型
(
第

一
五
三
条

a)
、
③
よ
り
高
次
の
国
家
的
利
益
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
類
型
(
第
一
五
一
一
一
条
d
、
第
一
五
三
条

e)
に
分
け
ら



A

叩
匂

れ
る
。
王
冠
証
人
に
対
す
る
不
訴
追
お
よ
び
手
続
打
切
り
は
、
原
則
的
に
①
お
よ
び
②
の
類
型
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
し
て
、
①
は

国
家
法
的
に
対
す
る
罪
に
お
い
て
よ
り
高
次
の
国
家
的
利
益
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
王
冠
証
人
規
定
は
、
刑
事
訴
訟
法
に
定
め
る

{
醐
}

不
訴
追
お
よ
び
手
続
打
切
り
と
は
異
な
る
「
新
た
な
性
質
」
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
冠
証
人
規
定
は
、
起
訴
法
定
主
義

の
例
外
の
中
で
も
例
外
す
な
わ
ち
「
重
大
な
逸
脱
(
自
由
E
5
R
U
C
R
5『
2
E
a
)
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
法
廷
外
の
事
情
に
よ
る
手
続

の
終
結
は
、
被
疑
者
の
防
禦
権
を
危
う
く
し
、
公
判
審
理
の
価
値
を
下
げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

制
応
答
掠
否
特
権
(
第
五
五
条
)
と
の
調
和
被
疑
者
・
被
告
人
の
黙
秘
権
と
は
別
に
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
五
五
条
は
、
自
ら
の
犯

罪
ま
た
は
秩
序
違
反
に
つ
い
て
訴
追
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
場
合
、
証
人
が
情
報
提
供
を
把
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
る
。
王
冠
証

人
の
場
合
も
、
手
続
が
確
定
力
を
も
っ
て
終
結
し
な
い
限
り
は
、
訴
追
の
危
険
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
、
供
述
を
拒
否
で
き
る
が
、
証
人

と
し
て
供
述
し
よ
う
と
す
る
犯
罪
を
理
府
と
し
て
王
冠
証
人
に
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
場
合
、
恩
赦
と
し
て
犯
罪
行
為
の
法
効
果
が
終
局

的
に
免
除
さ
れ
た
場
合
お
よ
び
除
去
し
得
な
い
訴
訟
障
害
を
理
由
と
し
て
訴
追
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
。

王
冠
証
人
に
対
す
る
手
続
打
切
り
が
な
お
確
定
力
を
も
た
な
い
段
階
で
は
、
王
冠
証
人
は
な
お
、
応
答
姫
否
義
務
を
行
使
で
き
る
が
、

特
典
を
得
る
た
め
に
は
供
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
冠
証
人
が
こ

【
柵
}

の
段
階
で
態
度
を
変
え
る
危
険
は
あ
る
が
、
こ
の
危
険
は
是
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

同
じ
段
階
で
王
冠
証
人
が
供
述
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
「
合
意
に
反
し
て
(
号
叫
色
町
三
在
偶
こ
手
続
が
再
開
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に

《
剛
~

対
し
て
法
的
保
護
は
な
さ
れ
な
い
。
王
冠
証
人
に
と
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
危
険
は
是
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

制
意
思
決
定
の
自
由
(
第
一
一
一
一
六
条

a)
侵
害
の
虞
れ
王
冠
証
人
規
定
は
、
意
思
決
定
の
自
由
に
対
す
る
介
入
を
禁
じ
た
第
二
一
一

六
条

a
に
違
反
す
る
だ
ろ
う
か
。
王
冠
証
人
と
の
交
渉
に
お
い
て
は
、
「
詐
術
」
や
「
利
益
誘
導
」
に
よ
る
自
白
の
接
待
が
起
こ
り
ゃ
す

い
こ
と
が
多
く
の
論
者
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
最
刑
は
裁
判
官
の
導
権
事
項
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
官
が
、
王

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
奥
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
(

1

)

(

関
上
)

四
七



筑
波
法
政
第
・
二
十
八
日
勺
(
一
一

O
O
五

l'!J 
J¥. 

冠
証
人
と
の
取
引
の
過
程
で
軽
い
刑
罰
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
り
、

A
U
 

王
冠
証
人
か
ら
彼
に
不
利
な
誕
誌
を
引
き
出
す
虞
れ
も
あ
る
。

自
己
負
罪
拒
否
原
則

(
2
2
5
2
5
5
Z
?の
gロ
仏
国
民
N
)

違
反
の
虞
れ

る
こ
と
の
強
制
を
禁
止
す
る
。

?
j
l
J
A
3
、
ロ
ド
い
に

3
て
、
1
-
3
、“リ牛込、

i
L
4
b
n
J判
官

4
I町
四
日

H
K

自
ら
を
積
以
倒
的
に
右
罪
E
K
試
さ
せ

し
か
し
、
王
冠
証
人
規
定
は
基
本
法
の
禁
じ
る
証
一
バ
強
制
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

一
つ
の
動
機
付
け
を
号
、
え
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
点
で
は
、
刑
法
第
四
六
条
で
刑
罰
軽
減
事
情
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
白
内
も
ま
た
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
も
、
憲
法
の
禁
じ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
か
な
り
鱗
端
す
ぎ
る
結
論
だ
ろ
う
。
王
冠
証
人
規
定
そ
れ
自
体
も
、
こ
れ
を
理
由
に
違
憲
だ
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
そ
の
他
の
刑
事
訴
訟
法
的
疑
念
に
つ
い
て
そ
の
ほ
か
、
王
冠
証
人
規
定
に
対
す
る
疑
念
と
し
て
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
て
い
る
の

が
、
第
一
に
、
役
割
交
換
の
禁
止
声
。

}-g仲間
C

閉口ぎ

q
g乙
で
あ
る
。
通
常
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
か
ら
証
人
へ
の
役
制
交
換
が
問
題
と

な
る
。
被
疑
者
・
被
官
人
と
証
人
と
は
、
手
続
に
お
い
て
完
全
に
荘
務
と
法
的
地
位
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
被
疑
者
・
被
釣
人

で
あ
れ
ば
積
極
的
に
自
己
の
罪
状
立
証
に
携
わ
ら
な
く
て
も
よ
く
、
供
述
を
拒
百
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
証
人
で
あ
れ
ば
真
実

に
適
っ
た
供
述
義
務
す
な
わ
ち
証
言
強
制
が
課
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
偽
証
罪
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
こ
の
義
務
の
版
行
が
担

保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
同
一
の
事
件
で
の
共
同
被
告
人
を
他
五
共
同
被
告
人
の
行
為
関
与
に
つ
い
て
証
人
と
し
て
.
証
言
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
、
王
冠
証
人
は
、
共
同
行
為
者
の
審
却
と
附
じ
時
点
で
証
人
に
は
な

れ
な
い
と
い
う
点
で
は
見
解
の
一
致
が
あ
る
。

第
二
に
、
公
平
な
裁
判
の
原
則
か
ら
、
武
器
対
等
の
原
則

5
2
E
E
N
円
日
常
巧
民
砂
ロ
加
笠
nv『

M
m
R
)

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
被
告
人
と
検
察
と
で
は
、
形
式
的
な
意
味
で
の
平
等
取
扱
い
を
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
機
会
の
一
平
等
が
保
証
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
三
款
刑
事
政
策
的
疑
念

同
証
言
の
信
頼
性
に
対
す
る
疑
念

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
冠
証
人
自
身
の
処
罰
は
断
念
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
証
言
を
用
い
て
、
背
後
の
黒
幕
を
確
実
に
処
罰
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
王
冠
証
人
に
よ
る
証
吾
の
信
頼
性
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
う
点
が
ま
さ
に
、
王
冠
証
人
規
定
に
反
対
す
る

主
た
る
刑
事
政
策
的
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
王
冠
証
人
自
身
の
処
罰
を
断
念
し
て
ま
で
手
に
入
れ
た
証
言
が
、
実
際

に
は
使
い
物
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
結
局
、
誰
も
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
何
の
た
め
に
王
冠
証
人
制
度
を
取

り
入
れ
た
の
か
、
そ
の
存
在
意
義
が
根
底
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
で
、
証
言
の
信
頼
性
の
有
無
は
、
王
冠
証
人
に
刑
の
減
免
を
認
め
る
要
件
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
証
言
に
難
い

必
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
検
察
の
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
当
な
裁
量
権
行
使
に
よ
り
王
冠
証
人
に
特
典
を
与
え
る
こ
と
が
法
律
上
可
能
で

向
山
}

は
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
裁
量
権
の
離
用
以
外
に
も
、
王
冠
証
人
自
身
に
対
す
る
裁
判
が
確
定
し
て
し
ま
え
ば
、
事
後
に
そ
の
一
紘
一
筏
に
疑
い

が
生
じ
て
き
た
と
し
て
も
、
一
事
不
再
理
の
原
則
か
ら
こ
れ
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
王
冠
証
人
規
定
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
検
察
官
が
あ
ま
り
に
安
易
に
王
冠
証
人
の
獲
得
に
頼
っ
て
し
ま
い
、
他
の
証
拠
方

法
を
疎
か
に
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
、
検
察
官
が
事
実
関
係
を
包
括
的
に
明
ら
か

に
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
刑
事
訴
訟
法
典
第
一
六

O
条
(
糾
問
主
義
)
と
の
関
係
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
捜
査
手

法
が
い
っ
た
ん
定
着
し
、
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
王
冠
証
人
の
証
一
げ
の
危
険
性
と
が
重
ね
合
わ
さ
っ
た
と
き
、
大
量
の
誤
判
の
虞
れ
あ

る
い
は
大
量
の
無
罪
判
決
に
つ
な
が
る
虞
れ
も
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
王
冠
証
人
の
証
言
を
利
用
す
る
際
に

は
、
そ
れ
を
支
え
る
物
証
そ
の
他
の
証
拠
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
危
険
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

王
冠
証
人
規
定
の
正
当
性
は
、
そ
の
テ
ロ
犯
罪
対
策
と
し
て
の
実
効
性
の
み
に
あ
る
と
い
わ
れ

最
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
(

1

)

(

岡
上
)

一
四
九



筑
波
法
政
第
三
ト
八
号
(
二

O
O
五
)

。

出
テ
ロ
リ
ズ
ム
お
よ
び
組
織
犯
罪
に
対
す
る
実
効
性
へ
の
疑
念

性
に
は
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
に
は
、
王
冠
証
人
規
定
は
、
ま
さ
に
政
治
的
過
激
派
お
よ
び
確
伝
犯
人
の
場
合
に
は
無
経
で
あ

「
悶
)

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
に
は
、
王
冠
証
人
に
頼
ら
ざ
る
を
符
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
訴
追
機
関
の
脆
さ
を
示
す
こ
と
に
な
る

と
い
う
。
そ
し
て
、
仲
間
に
よ
る
議
切
り
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
い
っ
そ
う
、
集
関
内
で
の
結
束
や
締
付
け
が
強
ま
る
と

い、っ。

ま
さ
に
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
領
域
に
お
い
て
、

王
冠
証
人
規
定
の
実
効

別
予
防
目
的
と
の
関
連
に
よ
る
批
判
疋
冠
証
人
規
定
が
一
般
予
防
お
よ
び
行
為
者
の
再
社
会
化
と
い
う
刑
罰
目
的
を
損
な
う
お
そ

ム
山
}

れ
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
凶
山
本
が
王
越
証
人
と
取
引
を
行
い
、
重
大
な
犯
罪
が
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
犯

一
般
人
の
法
意
識
は
著
し
く
損
な
わ
れ
、
川
法
に
対
す
る
信
頼
と
い
う

人
を
不
処
罰
に
し
、
ま
た
は
刑
の
軽
減
を
行
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

一
間

意
味
で
の
積
極
的
一
般
予
防
目
的
が
危
殆
化
さ
れ
る
と
い
う
。

却

ま
た
、
再
社
会
化
の
点
で
は
、
王
冠
証
人
臼
身
は
処
罰
を
免
れ
た
犯
罪
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
仲
間
さ
え
も
裏
切
っ
た
者
で
あ
る

υ

王

冠
証
人
の
再
社
会
化
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
の

，d
 

王
冠
証
人
規
定
に
は
濫
用
の
危
険
が
あ
る
。

A
Mで
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
紘
別
の
危

険
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
か
じ
め
王
冠
証
人
規
定
の
適
用
に
よ
る
訴
追
免
除
お
よ
び
刑
の
軽
減
を
計
算
に
入
れ
た
上
で
、
自
己
の
保

身
の
み
を
考
え
る
テ
ロ
リ
ス
ト
が
出
現
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
忠
用
の
危
険
性

第

四

款

そ

の

他

の

i
i
し
か
し
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
ー
ー
ー
異
論

王
冠
証
人
制
度
は
、
せ
っ
か
く
日
の
目
を
み
な
が
ら
も
、
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
の
成
果
を
挙
げ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
評
価

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
例
え
ば
、
検
察
官
の
裁
量
が
広
い
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
再
度
訴
追
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で



あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。

王
冠
証
人
規
定
は
、
何
よ
り
も
、
「
ド
イ
ツ
の
法
文
化
に
合
わ
な
い
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
王
冠
証
人
は
、
自
ら
王
冠
証
人
規

(
出
~

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
せ
ず
、
こ
れ
を
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
む
し
ろ
不
名
誉
(
金
目
可
町
長
丘
町
主
で
あ
る
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
い

う
「
法
文
化
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
、
そ
も
そ
も
定
義
に
馴
染
む
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
一
方
で
は
、
ド
イ

ツ
観
念
論
的
な
市
民
概
念
と
結
び
つ
い
た
応
機
・
績
罪
思
想
お
よ
び
責
任
概
念
、
す
な
わ
ち
、
犯
し
た
罪
を
償
う
と
い
う
市
民
的
貞
任
尊

"M
…
 

震
の
思
想
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
裁
判
観
と
の
関
連
で
糾
問
主
義
的
な
真
実
発
見
の
も
つ
意
味
で
あ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
。

王
冠
証
人
規
定
は
、
刑
事
実
体
法
お
よ
び
刑
罰
論
の
観
点
か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
部
分
的
に
責
任
と
は
無
関
係
の
事
情
」

が
「
別
の
大
軽
減

Z
S
E
E
-こ
の
ぷ
礎
と
な
り
う
る
こ
と
に
対
す
る
危
慌
で
あ
る
。
「
我
々
の
社
会
に
お
い
て
は
、
別
法
は
法
的
心

情
の
維
持
お
よ
び
そ
れ
を
通
じ
て

J

般
人
の
遵
法
精
神

(
Z
0
5
5ロ
乏
に
資
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
な
る
刑
事

政
策
的
な
適
切
性
の
考
慮
以
前
に
妥
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
刑
法
の
基
礎
付
け
は
、
正
当
だ
と
は
も
は
や
考
え
ら
れ
な
い
制
度
や
判
決
に

例
制
引

よ
っ
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る

G

」

4

出

時

刑
事
訴
訟
法
の
観
点
か
ら
は
、
出
査
の
蒸
本
原
則

|
i
t
実
体
的
真
実
主
義
、
糾
問
主
義
、
検
察
の
客
観
性

i
l
i
と
調
和
し
う
る
か
も

総

問
題
で
あ
る
。

第
五
款

中
間
的
帰
結

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
冠
証
人
制
度
の
淵
源
で
あ
る
英
米
法
体
系
に
お
け
る
免
責
そ
の
他
の
制
度
は
、
王
冠
証
人
額
似
の
制
度
と
し
て
比
較

法
的
に
取
り
上
げ
る
と
き
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
特
般
に
と
く
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
法
と
の
相
違
と
し
て
、
英
米
法
は
、

一
つ
に
は
、
起
訴
便
宜
主
義
、
と
く
に
越
訴
に
お
け
る
検
祭
官
の
設
量
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
、
第
二
に
は
、
第
.
の
点
に
も
関
連
し
、

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て

(
1
)
(
同
上
)

a
'
L
 

J
 



車
皮
去
改
彩
一
二
卜
ヘ
ー
f

j
j
i
-
-一
;

ノ
i
i

二
O
O
五

王i

裁
判
の
機
能
と
し
て
の
真
実
発
見
と
犯
罪
行
為
の
意
さ
に
応
じ
た
正
し
い
刑
罰
の
要
請
が
相
対
的
に
後
退
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
悶
で
も
、
答
弁
取
引
し
た
が
っ
て
刑
事
免
責
は
、
特
定
の
抱
罪
類
型
に
限
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
c

岨
般
的
傾
向
と
し
て
概
観
す
る
限
り
で
い
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
背
景
が
王
冠
証
人
規
定
の
存
続
に
つ
い
て
の
明
暗
を
分
け
る
こ
と
と

ア
メ
リ
カ
介
衆
問
、
イ
タ
リ
ア
の
各
同
は
、
イ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
や
「
積
械
的
憐
儒
者
」

と
い
っ
た
従
来
の
制
度
的
枠
組
み
の
中
で
の
あ
る
い
は
そ
れ
を
延
長
し
た
形
で
の
対
処
で
あ
り
、
特
別
な
領
域
に
限
っ
て
、
新
た
な
王
冠

証
人
制
度
を
創
設
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
イ
タ
リ
ア
で
は
マ
フ
ィ
ア
対
策
の
実
績
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

な
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
、

ド
イ
ツ
で
は
、
実
体
法
と
の
関
連
で
は
、
す
で
に
各
則
上
一
定
の
領
域
で
示
認
さ
れ
て
い
る
「
行
為
に
表
し
た
悌
悟
」
の
他
に
、
さ
ら

な
る
特
典
を
与
え
る
た
め
、
「

E
悩
証
人
規
定
」
の
名
の
下
に
新
た
な
法
制
度
を
創
投
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ド
イ

ツ
法
に
お
い
て
と
り
わ
け
、
王
冠
証
人
規
定
に
は
、
他
の
別
法
ま
た
は
刑
事
訴
訟
法

t
の
規
定
で
賄
い
切
れ
な
い
例
外
的
部
分
が
含
ま
れ
、

内
川
一

す
な
わ
ち
大
き
な
構
造
的
な
変
不
を
必
然
的
に
伴
っ
て
導
入
き
れ
た
こ
と
が
、
い
っ
そ
う
明
確
に
表
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
刑
事
訴
訟
法

と
の
関
連
で
は
、
王
冠
一
社
人
規
定
は
、
合
意
(
〉
宮
℃
g
n宮
町
)
の
…
形
態
で
あ
り
、
合
意
の
利
点
お
よ
び
問
題
点
を
共
有
す
る
こ
と
に
な

る
。
被
告
人
と
検
察
と
の
問
で
の
合
意
に
よ
っ
て
、
訴
訟
を
早
期
に
終
結
さ
せ
る
と
い
う
実
務
先
行
の
形
で
生
じ
て
き
た
現
象
は
、
ア
メ

リ
カ
型
の
手
続
が
ド
イ
ツ
法
に
流
れ
込
ん
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
論
化
(
理
論
的
な
正
当
性
の
付
与
)
が
学
問
的
に
検
証
さ
れ
る

仙
仰

べ
き
こ
と
が
急
務
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
刑
事
訴
訟
法
上
の
大
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
王

越
証
人
規
定
も
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
の
進
展
に
直
掠
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
の 結

局
、
王
冠
証
人
規
定
は
、
刑
法
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
上
の
根
底
に
あ
る
基
本
的
諸
原
則
を
破
る
よ
う
な
形
で
重
大
事
件
を
片
付
け
る

(
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
テ
ロ
リ
ス
ト
や
組
織
犯
罪
者
だ
け
が
優
遇
さ
れ
る
も
の
)
と
い
う
ダ

i
テ
ィ
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら



れ
、
他
方
で
は
、
組
織
犯
罪
に
由
来
す
る
危
険
が
社
会
に
存
在
し
、
組
織
犯
罪
対
策
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、

現
在
は
そ
れ
ほ
ど
の
危
機
的
状
況
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
重
大
事
件
の
解
決
ま
た
は
黒
幕
の
処
罰
と
い
う
汚
名
返
上
効
果
の
大

き
い
実
績
を
欠
い
た
ま
ま
で
は
、
維
持
の
許
さ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
王
冠
証
人
規
定
の
構
想
は
ま
っ
た
く
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
亡
霊
は
、
そ
の
後
も
何
度
と
な

A

山
〕

く、

ι
弘
法
提
案
ま
た
は
草
案
の
形
で
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
連
邦
司
法
省
は
、
新
た
な
王
冠
証
人
規
定
を
取
り
込
む
量
刑
法
改
正
草
案

を
作
成
し
た
し
、
州
の
司
法
大
臣
ら
が
、
・
一

0
0
0年
五
月
二
四
日
お
よ
び

一
五
日
に
ポ
ツ
ダ
ム
で
開
催
さ
れ
た
州
刈
法
大
臣
会
議
で
、

と
く
に
腐
敗
行
為
の
よ
う
な
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
新
た
な
捜
資
子
段
を
得
る
た
め
に
新
た
な
王
冠
証
人
組
内
止
を
政
ち
に
作
る
よ
う
、
連

邦
ほ
法
大
阪
に
要
請
し
た
等
の
動
き
が
あ
る
c

こ
の
と
き
に
は
、
一
定
の
犯
罪
に
限
定
し
た
形
で
は
な
く
、
重
大
な
犯
罪
一
般
に
つ
い
て

一
同
↑

の
王
冠
証
人
規
定
が
要
請
さ
れ
た
。
ま
た
二

0
0
0年
六
月
に
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
が
連
邦
参
議
院
に
立
法
動
議
を
提
出
し
た
。

戸

川

白

川

一

そ
の
ほ
か
、
学
説
上
も
、
王
冠
証
人
は
次
の
よ
う
な
領
域
へ
と
拡
大
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
①
腐
敗
行
為
、
②
環
境
犯

…

山

〕

一

山

、

罪
、
③
経
済
犯
罪
お
よ
び
組
税
犯
罪
で
あ
る
。

今
一
内
び
、
例
え
ば
王
越
証
人
規
定
の
導
入
に
積
極
的
な
保
守
党
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
が
政
権
に
つ
く
な
ど
政
治
的
な
背
設
が

変
化
す
れ
ば
、
こ
の
議
論
は
確
実
に
再
燃
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
王
道
証
人
規
定
が
何
ら
か
の
領
域
で
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
に
付
随
し
て

い
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
に
対
処
し
た

k
で
復
活
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
王
冠
証
人
法
が
失
効
し
た
二

0
0
0年
時
点
で
の
連
邦
検
事
総
長
シ
ェ

i
フ
ァ

l
は
、
.
上
辺
一
一
試
人
規
定
の
実
献
に
つ
い
て
適
用

数
が
桜
端
に
低
い
こ
と
を
上
げ
、
王
冠
証
人
規
定
復
活
の
た
め
に
出
さ
れ
て
い
る
改
正
提
案
に
は
賛
同
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
王

抵
証
人
規
定
は
我
々
の
刑
事
手
続
シ
ス
テ
ム
に
適
合
せ
ず
、
法
治
国
家
原
出
お
よ
び
平
等
原
則
の
み
な
ら
ず
、
と
く
に
起
訴
法
定
主
義
と

川
国
一

衝
突
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
王
冠
証
人
規
定
に
寄
せ
ら
れ
る
期
待
は
、
他
の
選
択
肢
、
具
体
的
に
は
合
意
が
実
務
に
お
い
て

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
(

1

)

(

岡
上
)

fi 



筑
波
法
政
第
三
十
八
号
(
三

O
O
瓦

一
五
問

す
で
に
発
展
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
協
力
的
な
被
疑
者
・
被
告
人
に
歩
み
寄
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
、
何
ら
か
の
形
の
王
冠
証
人
規

叫

M

定
を
施
行
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
え
明
言
し
て
い
る
の

や
は
り
、
憲
法
・
実
体
法
・
訴
訟
法
を
合
め
、
環
論
的
に
疑
念
が
向
け
ら
れ
る
も
の
、

一
般
論
と
し
て
許
さ
れ
る
限
度
を
越
え
た
も
の

の
検
討
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

は
、
範
聞
を
い
く
ら
限
定
し
て
も
「
正
将
化
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
刑
罰
軽
減
の
要
件
お
よ
び
程
度
は
、
最
刑
法
の

J

般
原
則
か
ら

「
事
後
」
と
は
、
既
遂
投
び
に
一
吋
罰
的
な
子
俄
お
よ
び
未
遂
が
成
立
し
た
後
の
意
味
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
犯
罪
(
行
為
)
終
了
後
で
あ

る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
稿
は
軽
減
的
問
視
刑
事
情
と
し
て
の
考
・
祭
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
不
成
去
の
場
合
や
刑
が

免
除
さ
れ
る
場
合
は
除
か
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
事
後
協

M
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
耐
を
も
つ
こ
と
に
な
る
〉

(
2
)

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
い
う
「
惚
資
協
力
」
と
は
、
捜
資
段
階
で
の
協
力
に
限
ら
れ
ず
、
八
ム
判
段
階
で
兵
尖
解
明
の
た
め
に
協
力
す
る
場

九
日
や
訴
追
機
関
お
よ
び
裁
判
機
関
に
対
し
て
協
力
す
る
場
合
等
を
朕
郎
と
し
て
広
く
含
む
こ
と
に
し
て
お
く
。
正
確
に
は
や
は
り
標
題
の
よ

う
に
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
と
称
す
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
繰
り
返
し
現
わ
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
短
い
単
一
絡
が
使
設
で
あ
る

こ
と
、
す
で
に
同
様
の
用
例
と
し
て
一
般
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
使
交
協
力
」
の
訟
を
こ
の
窓
味
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

(
3
)

例
え
ば
、
大
塚
仁
ほ
か
編
「
大
コ
ン
メ
ン
タ

i
ル
刑
法
〔
第
二
版
〕
第
コ
・
巻
」
(
.
九
九
九
年
三
増
井
清
彦
執
筆
〕
四
四
五
頁
は
、
条
文
ト

h

、
被
告

人
の
悔
怖
を
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
「
被
告
人
の
改
心
に
よ
る
非
難
の
減
少
」
と
い
う
桜
拠
は
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
明

-
1

一はす

る
。
植
松
正
「
刑
法
教
主
刑
罰
咽
世
論
矯
』
(
一
九
五
江
年
士
一
八
百
、
香
川
遼
夫
河
川
法
講
義
総
論
〔
第
二
一
版
〕
」
(
一
九
九
五
)
五
四

O
支
を
も
参

刀ロ
N
C

ロ

"H

(
4
)

大
阪
商
判
平
成
九
年
九
月
‘
一
五
日
判
時
一
六
ヨ

O
号
一
五
四
氏
。



(
5
)

大
谷
(
設
「
刑
法
講
義
総
論
〔
第
四
紋
補
訂
版
〕
』
(
平
成
八
年
)
五
向
。
炎
、
佐
伯
下
傍
『
改
訂
刑
法
講
義
(
総
論
)
」
(
一
九
仁
六
年
)
閲

4

九
良
、
間
藤
重
光
「
刑
法
綱
要
総
論
〔
第
三
版
こ
(
一
九
九

O
年
)
五
一
一
瓦
真
、
総
山
市
γ

「
全
訂
刑
法
総
論
〔
第
四
版
〕
」
(
二

O
O
四
年
)

一
一
一
間
二
・
頁
は
「
す
で
に
改
俊
し
た
持
は
、
寛
大
に
取
り
扱
っ
て
や
ろ
う
と
い
、
つ
こ
と
と
、
犯
罪
の
捜
査
問
お
よ
び
処
罰
を
容
易
に
し
よ
う
と
す

る
政
策
的
目
的
」
と
す
る
。

(
6
)

こ
の
点
に
つ
き
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
(
総
論
)
〔
改
訂
増
補
紋
〕
』
(
一
九
九
二
年
)
四
七
九
廷
は
、
「
改
俊
し
た
行
為
者
の
責
任
の
事
後

的
軽
減
」
と
さ
れ
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
B
』
(
一
九
九
九
年
)
九
七
時
良
は
、
政
策
的
路
市
お
よ
び
改
俊
に
よ
る
可
罰
的
資
任
の
減
少

の
擬
制
と
さ
れ
る
。

(
7
)

こ
の
点
は
、
す
で
に
中
止
犯
に
お
け
る
刑
の
減
免
に
つ
い
て
、
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
8
)

小
野
清
一
郎
「
新
訂
刑
法
講
義
総
論
〔
地
補
一
一
一
版
)
』
(
一
九
五

O
年
)
…
一
九
一
良
。
ほ
か
に
も
、
前
仰
向
吋
大
コ
メ
」
問
問
凹
真
。

(
9
)

本
文
中
に
述
べ
た
現
出
か
ら
、
例
え
ば
「
自
首
を
刑
の
減
刑
事
出
と
す
る
の
は
、
東
洋
に
独
自
の
考
え
々
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
(
大
塚
・

山
別
掲
品
川
同
開
七
九
民
脚
誌
(
一
一
)
)
」
あ
る
い
は
「
自
首
減
免
は
、
向
洋
に
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
東
洋
間
有
の
別
法
原
則
だ
と
さ

れ
て
い
る
(
佐
伯
・
前
掲
秀
一
四
頁
こ
な
ど
の
表
現
は
、
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。
た
だ
し
、
つ
日
前
を
刑
の
減
免
の
桜
山
間
と
す
る
こ
と
は
、

東
洋
の
律
の
伝
統
で
あ
る
(
岡
藤
・
前
掲
持
問
九
二
頁
こ
と
い
う
表
現
の
趣
旨
が
、
規
定
形
式
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
符

首
し
う
る
。

(
叩
)
〈
開
「
川
町
内
言
、
弓
な
¥
同
町
マ
ミ
町
、
・
∞
己
∞
唱
M
凶
〉
ロ
『
-
e
N
O
S
e
m
主
知
ロ
・
企
P

し
た
が
っ
て
、
多
く
の
川
一
般
刑
事
情
の
中
か
ら
、
「
自
釘
」
の
み
を
特
別

に
取
り
上
げ
る
と
い
う
立
法
形
式
が
合
理
的
と
い
え
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
す
で
に
間
藤
重
光
編
コ
山
釈
刑
法
同
日
」

(

4

九
六
九
年
)
問
1

・
九
頁
〔
川
符
被
執
筆
〕

0

(
日
)
な
お
、
わ
が
悶
の
文
献
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
法
に
お
け
る
例
外
と
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
第
八
開
条
が
自
白
減
刑
を
定
め
て
い

る
こ
と
を
挙
げ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
自
白
を
経
刑
事
情
と
し
て
考
え
る
立
法
例
は
他
に
も
作
在
す
る
こ
と
か
ら
、

独
自
に
評
価
す
る
意
味
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
へ

こ
れ
を

最
刑
事
実
と
し
て
の
「
災
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
(

1

)

(

同
上
)

1L 
五.
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一
一
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O五

A

4

冒

L

.

、、

一
7
I
，
ノ

(
臼
)

(
日
)

(MH)MJ・

2
込
町
¥
、
な
与
矢
印
円
『
民
間
目
お
お
g
n
y
E
E
Z叩
σ
g
m
m
目
立
N
F
U
O
〉
口
町
・

8
2・
m
念
M
N
=
固
ま
(
た
だ
し
、
最
新
の
五
一
一
版

(
:
0
0
一
-
-
年
)
で

は
、
王
泡
証
人
法
の
失
効
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
た
め
、
第
五

O
版
に
よ
っ
た
γ
ミ
与
号
、
予
U
F
内
容
S
N
m
品
目
=
ぉ
明
白
Z
昌

弘
前
回
口
2
2
5
m
E
N
Z
『
即
時
E
H
H岡山
upロ
m
o
a
g
E
出
口
町
吋
穴
H
F
S
F
S
一
昨
即
位
・
回
目
白
包
門
『
広
明
N
E
司
品
目
出
門
出
円
}
工
E
5
5
2
z
g
同
門
『
同
一
号
『
O
N
町
一
w
円開門町四国〈narEH円四四回加ゆ

M
O
O
-
-
∞
・
3
に
よ
れ
ば
、
五
日
池
証
人
規
定
と
「
行
為
に
表
れ
た
悔
悟
」
と
は
択
一
関
係
に
立
つ
と
の
見
解
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
定
義
の
問
題

と
し
て
は
、
一
応
、
通
説
的
な
見
解
に
従
っ
て
お
く
。

(
日
)
刑
罰
論
と
の
関
係
で
最
近
で
は
、
日
本
被
官
官
狩
学
会
に
お
け
る
「
共
同
研
究
一
犯
罪
被
答
者
と
刑
罰
」
被
害
者
学
研
究
第

J

凶
号
(
二

0
0

四
年
)
五
一
斑
以
下
お
よ
び
そ
こ
で
掲
げ
ら
れ
た
諸
文
献
を
参
照
。

(
日
)
こ
の
問
題
は
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制
度
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
川
崎
友
巳
『
企
業
の
刑
事

責
任
」
(
二

O
O
四
年
)
問
。
四
頁
以
下
、
四
四
六
長
以
下
、
小
川
俊
樹
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
蚤
刑
事
情
と
し
て
の
捜
資
・
訴
迫

協
力

(
1
・
2
)
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
民
一
一
条
を
中
心
に
」
早
稲
開
法
学
第
七
八
巻
一
一
号
(
一
一

O
O
一
一
一
年
)
一
一
一
二
東
以
ド
、
第
七

九
巻
一
u
ヴ
(
二

O
O三
年
)
八
五
頁
以
下
。

(
げ
)

同
町
岳
宗
門
F
H
内
、
.
e
肘
『
垣
2
8
コ
何
穴
H
C
=
N
m
z
m
白
口
円
四
m
A
W
}
ロ
ロ
開
h
y
N
m
M》

HAVAUY∞-auι1ma
的

-mMA以内・

後
述
腕
注
目
品
N
を
参
照
。

ミ
h
P
E
S
-
露
。
・
(
3
・
}
念
。

ω・
3
の
定
義
に
よ
る
。
そ
の
ほ
か
、
U
2
3
J
o
e
-ハ3
5
2
m
m
g
s
『
Z
g
E
2
2
即
時
『
岱
n
S
F
n
E
m
E
口
開
{
日
開
『

Fa

E
E
ロ
m
g
E
門
2
2
除
去
ロ
ヂ
N
g
tそ
m
-
∞
S
R
を
も
参
照
。

(
時
)
こ
の
点
で
、
「
王
冠
証
人
」
の
用
語
は
、
「
ミ
ス
・
リ

i
デ
イ
ン
グ
(
-
B
E『
5
E
)
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
(
勾
S
K
戸
∞
E守
8
N
四
国
『
n
n
F

∞
-
M
か
か
い
喝
庶
民
戸
内
向
一
国
g
z
q
内
0
3
5
3
寄
N
E
『
g
g守
8
N
町
出
。
尽
き
出
制
咽
品
・
〉
え
よ
3
3
唱
剛
山
口
戸
・
河
口
・
凶
M
σ
(
な
お
、
同
警
の
最
新
版
は
、
二

O
O

一
一
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
第
五
版
で
あ
る
が
、
そ
の
問
、
王
冠
証
人
法
が
一
九
九
九
年
に
失
効
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
王
冠
証
人
に
関
す
る
記
述

は
第
瓦
版
で
は
大
幅
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
第
間
版
を
引
用
す
る
Y
尚
己
目
、
ト
白
書
苦
虫
、
吋
2
2
Z
E
S
1
5
開
E
R
Y
寄
g
N
m
a
g
e

N
E
v
S
∞
タ
∞
・
ピ
∞
芦
∞
・
忠
由
)
o
h
h
3
h
下
。
色
=
R
窓
口
r
d
R
H
E
R
E
択
。
g
g
g
g
p
∞
伊
豆
也
前
向
即
皆
G
N
O
由
c
a
=
ロ
ロ
加
・
3
3
岨
印
・
5
U
N
は
、
用
語
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政
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十
八
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(
二

O
O
五

lt: 
J¥.. 

}中∞
J

ア∞・
h
#

品・

(
お
)
こ
の
よ
う
な
場
合
の
証
一
一
一
日
犯
.
沿
に
対
す
る
法
効
果
と
し
て
は
、
強
制
拘
禁
ま
た
は
法
廷
侮
》
採

(22お
吉
宮
え
g
Z
2
)

ヲ
h
v
o

に
よ
る
処
罰
が
あ

(部
)
h
h
S
R
8
0
・
(
E
N
U
)切
出

動

ト

H
U

出

R
E
E
-
-勺

2
・
(
3
M
M
)
e
官
一
タ
ミ
5
2
5
4
E由。・

(2・
E)a
∞・

5
『
・
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
証
拠
と
し
て
は

ベ
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(幻

)
h
bヨ
藷

20・白血。・
(
H
U

ロ・

3)e
∞-
M
h
r
v

(
部
)
」
足
認
や
世
田
。
(
明
白
-NM)λ

山

-
M戸
内
叫

(
邸
主
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
可
法
取
引
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
宇
川
泰
彦
検
事
に
よ
り
詳
細
な
紹
介
・
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
論

文
で
は
ア
メ
リ
カ
法

FM体
の
紹
介
に
は
立
ち
入
ら
な
い
c

本
文
中
の
記
述
は
、
ド
イ
ツ
法
線
解
の
一
助
と
し
て
、
ド
イ
ツ
語
文
献
に
よ
り
ア

メ
リ
カ
法
の
ど
の
部
分
が
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
司
法
取
引
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
ヂ

川
春
彦
「
司
法
取
引
を
考
え
る

(
1
)
」
判
時
第

a

五
八
二
一
号
(
一
九
九
七
年
)
問
。
頁
以
ド
を
参
照
。
な
お
、
自
己
負
服
部
M
m
y
小
川
特
権
の
発

展
過
程
に
関
す
る
最
近
の
論
稿
と
し
て
、
小
川
佳
樹
「
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
形
成
過
税
」
早
稲
悶
法
学
第
七
ヒ
巻
一
号
(
一
一

O
O
二
年
)

‘
頁
以
下
、
伊
藤
博
路
「
合
衆
国
憲
法
修
正
五
条
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
沿
般
に
関
す
る
一
考
察
i
独
立
後
か
ら
合
衆
同
憲
法
修
正

五
条
成
立
直
後
の
時
期
ま
で
を
中
心
に
し
て
」
明
治
学
院
論
叢
第
七

O
五
号
(
二

O
O
一一一年)一一

O
五
頁
以
ド
を
参
照
。

(
m
b
)

豆
町
寄
g
P
8
0・
Q
口
一
品
)
叫
凶

5
・

(
却
)
き
~
言
~
~
q
-
間三

c
E田
町
宮
内
門
出
口

E
N
E
E
O門
官
ロ
庄
内
言
問

HeFEE-sと
コ
い
富
ロ
円
。
ロ
ミ
旨

=cEBG}FEam)司。
G
8
5
2刊
z
t
u吉
田
口
吾
号

円
門
田
口
湾
住
吉
弘
目
的

B
g
c
g
o
p
N
o
g
e
∞
-
u
q
z
∞
-
N
M
R

「
犯
罪
組
織
」
罪
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
一
九
一
一
一

O
年
の
こ
と
だ
と
い
う
が
、
こ
れ

も
マ
フ
ィ
ア
に
限
定
し
た
立
法
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
却

)
h
b主
選

2
S
0・
(
一
明
ロ
コ
)
e
M
-
Mさ
・
し
か
し
、
同
所
で
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
律
は
か
え
っ
て
テ
ロ
リ
ス
ト
か
ら
の
報
復
の
口
実
と
な

り
、
王
冠
証
人
が
本
当
に
転
向
す
る
た
め
の
動
闘
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。



(
担
)
宮
主
主
晃
容
。
・
(
2
5
・
∞
-
Mム喧

(
詑
)
第
三
款
お
よ
び
次
の
第
一
一
一
章
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
条
文
は
、
断
り
の
な
い
限
り
ド
イ
ツ
の
も
の
を
指
す
も
の
と
す
る
じ

(
お
)
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
王
冠
証
人
の
伝
統
は
な
か
っ
た
が
ミ
込
去
、
H
i
p
s
o
-
(
3
・
Z
Y
印

M
M
R
"
は
、
一
九
四
五
年
以
前
に
も
、
行
為
者
に

対
し
て
、
情
報
提
供
と
引
き
換
え
に
不
処
罰
ま
た
は
別
の
続
減
を
保
障
し
た
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
著
名
な
事
例
に
つ
い
て
略

述
し
て
い
る
。

(

M

A

)

-

九
七
五
年
に
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
州
政
府
は
、
王
冠
証
人
規
定
に
つ
い
て
の
革
案
を
作
成
す
る
な
ど
、
述
邦
政
府
に

先
ん
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
停
在
し
た
ο

∞
H
N
S
円
)
二
試
ミ
円
∞
]
「
'
ロ
『
吋
H
3
M
G
暢
叫
¥
き
ま
唱
∞
¥
申
喝
事
町

(
お
)
匂
主
語
己
実
刷
、
目
、
~
e
g
o
-
(
同
U
2
・
3
Y
凶
凶
ム
{
}
『
了
之
内
E
Zミ
F
F
O
F
m
穴
3
2
N
門
戸
】
加
E
H
刊
明
白
一
=
=
m
苫
『
A
V

『
m
y
g
a
w
コ
σ
m
加
出
口
明
日
=
n
∞
q
n
R
S
お
ロ
加
m
g
相
∞
〉
コ
-
w

穴
5
2
N
P
吉
一
三
回
己
主
目
。
¥
〉
『
E
C芯
¥
匂

h
w
e
t
-
O
G
S
E
R
R
穴
コ
2
5
}同協同

h
w
P
A
S
Z
ヨ
S
S
E
-
2
T
Y
M
F
2
0
5
3
4
N
C
O
C
a
出

N
J
3
R
そ
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
に

お
い
て
こ
の
領
域
に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
き
っ
か
け
と
し
て
、
同
時
代
に
ア
メ
リ
カ
九
日
衆
闘
で
起
こ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
ン
ソ
ン
事
件
(
マ

ン
ソ
ン
ほ
か
一
一
一
名
の
労
交
が
総
計
六
名
の
被
答
者
を
惨
殺
し
た
事
件
で
、
事
件
そ
れ
自
体
の
猟
奇
性
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
答
弁
収
引
を

含
め
た
手
続
も
ま
た
、
世
界
的
な
関
心
を
集
め
た
)
を
恭
げ
る
も
の
と
し
て
、
是
認
-
g
o
・
(
3
・
M
M
)
・
∞
-
h
?

ミ
t
F
E
H
F
E
C
-
(
明
Z
-
一
品
)
'
m
e
U
小
・

(
叫
山
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ぬ
宅
三
ミ
ミ
5
・
8
0
(
2
3
7
∞
・
3
唱コ

J

了、
b
h
R
O
R
穴
3
5
2
例
目
ロ
コ
四
四
吋
σ
2
0
E
n
お
吋
∞
q
c
n
T
出
-
n
7
2
m
g
恒
三
=
間
以
一

思
去
の
・
3
∞
品
一
回
ミ
ミ
e
寄
-
z
r
仏
百
円
日
以
開
口
吋
且
刊
出
〉
ロ
E
即
円
ロ
ロ
抽
出
関
n
z
u
r
コ
目
白
叫
三
回
ζ
。
4
3
∞
∞
を
参
照
。

(
刊

M
J

第
一
一
九
条
第
一
一
一
項
、
第
二
九
条
a
第
一
項
、
筋
縄
二

O
条
第
.
雨
明
、
第
三

O
条
a
第
一
一
岐
に
定
め
る
犯
罪
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
構
成

裟
件
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
水
浴
に
掲
載
し
た
〔
関
連
条
文
一
覧
)
に
お
け
る
各
条
文
訳
を
参
照
。

(
お
)
そ
れ
は
、
麻
薬
対
策
に
お
い
て
王
冠
証
人
規
定
が
従
属
的
地
位
し
か
有
し
て
い
な
い
こ
と
、
麻
薬
法
に
お
け
る
王
冠
証
人
規
定
が
、
「
小
一

王
山
地
証
人
燦
定
で
あ
り
、
恩
典
の
対
象
と
な
る
犯
採
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
王
一
必
証
人
規
定
で
予
定
す
る
場
合
が
す
で
に
実
務
上
例
外

な
く
別
の
斡
減
に
e
ム
れ
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
の
指
摘
(
匂
町
、
ま
2
5
p
S
0
・
2
=
'
一
喝
)
@
同

U

口。・

ω・
2
M
γ
5
5
2
u
∞
2
E
σ
E
m
m
g
w
E
間
内
定
門
N
4
〉
叫
1

N=2-百戸内豆関目的問門N噌ム
J

〉
え
よ
一
甲
山
whp
川
町
三
a

閉
山
口
・
介
ミ
込
再
三
-
m
w
目
。
・
(
明
ロ
ヨ
主
)
叫
ω
}
M
a
『
内
J

唱で
2
均
喜
久
〉
=
g
q
r
z
=
開
g
N
2
0
2
Z
2
C
2
5
出
向
付
ロ

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て

(
1
)
(
同
上
)

五
九



筑
波
法
政
第
三
十
八
号
(
二

O
O
五

一六

O

F
S
N
E
明
白
=
さ
山
内
山
内
『
∞
H
n
宮
内
田
白
羽
田
口
d
g
r
s
z
z
g
河
内
n
y
g
'
湾
問
uggnyユ
D
B『
r
R
Z
n
F
3
5
e
∞
-
出
さ
か
ら
考
え
れ
ば
、

よ
、
刑
事
法
へ
の
波
及
効
来
と
し
て
は
小
さ
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
原
肉
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
の

(
m
m
)

正
式
名
称
は
、
「
刑
法
典
、
刑
事
訴
訟
法
典
お
よ
び
集
会
法
を
改
正
し
、
テ
ロ
行
為
に
お
け
る
向
上
冠
証
人
を
導
入
す
る
た
め
の
‘
九
八
九

年
七
ハ
バ
九
日
の
法
律
5
2
2
N
N
R
シ
E
n
E
口
開
門
雪
印

E同

m
R
2
N
Z
n
吉
町
デ
ハ
言
∞

E守
3
尽
き
河
口
言
明
=
邑
ふ
n
z
〈

q
Z
5
2
}
口
出
恒
明
明
開
お
お
2
5与

N
ロ
『
m
g
E
F
戸
戸
口
加
問
5
2
穴
『
。
=
N
自
己
畑
町
口
『
白
出
町
一
z
z
明
f
g
門
刊
号
。
コ
誌
広
門
町
四
回
切
円
『
E
4
凶
お
お
出
(
凶
ハ
円
C
ロ
N
C
)
〈
。
ョ
。
・
]
ロ
ロ
同
}
心
∞
申
'
∞
。
∞
-
『
}
(
}
U
A
W
)
」
レ
」
い
、
つ
つ

(
仙
)
川
正
道
証
人
法
は
、
失
効
時
点
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
ん
士
ハ
条
五
s
r
ち
か
ら
な
り
、
第
問
条
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
場
ん
け
を
、
第
五
条
が
組

織
犯
罪
の
場
合
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
下
佼
項
目
{
E
S
句
名
町
一
四
)
を
も
っ
て
い
た
コ

M
十
小
説
択
の
慣
例
と
し
て
は
、
〉
『
c
r
a
も
冒
話
相
『
名
古

も
共
に
「
条
」
の
沢
…
ぬ
を
中
i
て
る
の
が
.
般
的
で
あ
る
が
、
ぷ

lmで
は
尚
弁
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
、
E
Z
問
『
省
官
に
「
頑
」
の
訳
誌
を
当

て
た
の
こ
の
沢
山
例
は
、
ド
イ
ツ
の
王
冠
証
人
法
の
夫
記
に
つ
い
て
の
み
妥
渇
す
る
ぐ

い
ず
れ
に
せ

42 41 
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C
2

一hvAV∞
a

抗

手

刀

E
M
U

時
間
以
立
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
規
定
の
例
外
的
性
格
を
ぷ
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
ミ
q
q
'
C
ミ
E
R
g
o
-
{
3
・
コ
)
e

∞
}
S
U
さ
ら
に
、
刑
法
の
領
域
で
、
こ
の
よ
う
な
「
実
験
的
な
法
律
を
利
川
す
る
こ
と
の
足
非
も
関
わ
れ
て
い
る
。

F
M
U
)
 

(
M
H
)
 

}凶¥MUJ1凶・

し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
も
、
‘
九
八
-
一
年

-
H
.
日
の
麻
薬
法
(
∞
を
向
。
)
第
三
働
条
第

a
H
U
に
お
い
て
、
第
三
者
の
有
罪
立
が
ま
た
は

捕
耳
炎
に
対
す
る
後
助
が
あ
っ
た
場
九
日
の
刑
の
免
除
ま
た
は
刑
罰
税
減
が
導
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
官
斤
に
情
報
を
う
え
、
そ
の
結
果
、

他
人
に
よ
る
薬
物
犯
罪
を
迫
跡
し
、
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
剤
の
免
除
ま
た
は
軽
減
が
行
わ
れ
る
。

(
M
M
)

∞
。
切
戸
}
喧
甲
小
回
玄
円
'
w
∞dsg一川町.}}宮市町内凶

(
日
刊
)
正
式
名
称
は
、
「
進
法
な
麻
薬
罪
取
引
お
よ
び
そ
の
他
の
組
織
犯
界
の
出
現
形
態
へ
の
対
策
の
た
め
の
法
律
」
で
あ
り
、

月
一
五
日
に
公
布
さ
れ
、
-
九
九
ゐ

A

年
九
月
二
週
一
日
に
施
行
さ
れ
た

o
c
a四
円
N
N
E
『
∞
o
r
u
g
H
u
p
a
円
四
2
5
a
E
-
g
m
E
良
町
笹
山
F
B
円
山
内
}
出
E
E
g
h

巳

q
q
開

a
n
y
n
s
E
口
開
閉
叫
。
5
2
m同

2
0
円
m
S
E
2
8
回
ハ
ユ
吉
山
口
氏
忘
円
(
。
『
加
甲
山
。
)
5
5
}
凶
叶
・
}
宰
M
e
∞
。
∞
戸
芯
忠
岡

Z
『
・
試
-

A
F
L
M
'
h
-
ω
2
A
J
J
 

一
J
I
f
-
-
A巾

l
E
1



.
九
九
州
年
一

O
月
二
八
日
に
公
布
さ
れ
、
何
年
一
二
月
一
一
け
に
施
行
さ
れ
た

0
0目的問符

NE『
シ
ロ
弘
明
言
嘉
門
甘
え
w
Z
Q白
星
N
Z
n
F
2
4

品
開
吋
切
符
弘
司
円
。
N町田。
m
E口開

E口
品
目
豆
町
吋
刊
円
。
刊
明
白
R
2
2
g
m
n
z
a
Z
E
E
-
u
p国間出明白
8
5
5
g
M∞・

5
・
3
ま

L
W
O
E
-
3
E
H
Z『
・
叶
。
・
邦
語
に
よ

る
紹
介
と
し
て
、
川
出
敏
裕
「
ド
イ
ツ
犯
罪
対
策
法
(
上
・
下
ご
ジ
ユ
リ
ス
ト
'
第

.
0
七
仁
川
V

(
一
九
九
五
年
)
一

O
一
一
一
点
以
ド
、
第

m
O七
八
号
二
九
五
五
年
)
五
一
災
以
下
、
寺
崎
嘉
博
「
ド
イ
ツ
の
犯
罪
対
策
法
」
刑
法
雑
誌
第
一
二
六
巻
一
号
(
一
九
九
六
年
)
一
八
一
一

民
以
下
、
シ
エ
ツ
ヒ
(
宮
津
浩
一
訳
)
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
刑
事
政
策
に
対
す
る
一
九
九
四
年
一

O
月
二
八
日
の
犯
罪
対
策
法
の
意
義
」

刑
法
雑
誌
第
三
六
巻
一
号
二
九
九
六
年
)
一
八
貞
以
ド
が
有
益
で
あ
る
。

(
将
)
し
か
し
、
若
子
技
意
が
必
要
な
の
は
、
王
道
証
人
規
定
の
導
入
以
前
で
も
、
第
三
一
九
条

a
お
よ
び
第
一
一
一
九
条
は
「
行
為
に
よ
る
悔
桁
」

に
基
づ
き
裁
判
官
が
裁
量
に
よ
り
刑
を
免
除
ま
た
は
軽
減
す
る
可
能
性
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
川
叩
)
学
説
上
も
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
多
い
。
ま
注
者

F
S
N
m
a
gお
明
白
宮
居
色
町
一
a
N
E》

MOOド
m-Mき
を
参
照
。

(
叩
)
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①
王
結
託
人
規
定
は
、
京
一
大
犯
罪
の
解
明
に
寄
与
し
て
い
る
、
②
犯
罪
の
予
防
お
よ
び
犯
涼
の
解
明
の
た
め
に
、
五

一
瓜
一
社
人
規
定
は
将
来
も
な
お
怠
味
が
あ
る
、
④
組
織
犯
罪
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
な
お
増
加
し
て
い
る
、
告
王
冠
証
人
規
定
に
つ
い
て
は
、

5

さ

ら
に
実
務
上
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
る
、
⑦
テ
ロ
犯
罪
や
組
織
犯
罪
の
危
険
に
は
適
切
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ど
の
諸
点
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
つ

C
D
U
捻
出
の
「
第
3
次
王
冠
証
人
規
定
期
限
延
期
法
律
法
案

5
2
5
Eさ
g
N
E拘
g
a〈
主
笠
宮
さ
=mmE022N二
と
ご
宕
)
)
」

に
よ
る
。

47 

防
法
は
、

51 

。「也、
N
W
W

。
。
吋
穴
H
O
E
E問
問
ル
ヨ
号
ロ
円
閉
口
E
g
g
gゃ
EEm同∞
qm戸内〈
R
P
F
R口近
R
E
d
s
-
m
s
n
q出
ミ
ヨ
包
浜
一
通
ぞ
垣
内
wnN問要出
W
S
U
M
-
E
(甲山
a
m・7
2
2目

閉山
g
n
z
eロロロ
m

阿国内
C「
5
2
m
M
O『
穴
ユ
ヨ
吉
同
一
』
門
院
内
吉
野
同
町
吋
〉
口
問
者
一
『
WCE明白
Z
T
U出∞同門出「
aEE仏
印

gw内
百
円
。
見
守
mnze
山由。
ae
印

EhaAURJ
∞・品川

ψ
い

N

・

(臼

)
C
3
~
v
H
U
M
m
g
O
(回り戸山明{))峰山山

-
h
F
A凶

M-

(
日
)
王
冠
証
人
法
に
よ
る
王
冠
証
人
規
定
は
、
告
発
行
為
が
目
的
の
達
成
に
「
適
し
た
」
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
、
こ
の
要
件
は
存
夜
し
な

aν 

(
出
)

こ
の
点
で
も
、
王
滋
証
人
法
で
は
一
定
の
日
的
達
成
に
「
適
し
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
嬰
だ
が
、
こ
の
点
は
針
発
行
為
の
M

明
性
す
な

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
(
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)

(

関
上
)

.1. 
ノ、



筑
波
法
政
第
三
十
八
号
(
一
一

O
O
五

一ムハ

わ
ち
「
適
性
」
で
あ
る
点
で
若
子
異
な
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
の
点
で
も
麻
薬
法
王
溢
証
人
規
定
は
よ
り
要
件
が
厳
し
い
と
い
っ

て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
日
)
こ
の
点
も
、
王
冠
証
人
法
と
は
異
な
る
。
後
述
第
二
川
を
参
照
。

(

時
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内
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(
問
)
本
業
判
決
に
奈
る
以
前
の
手
続
的
処
理
を
法
効
果
と
す
る
場
合
(
後
述
判
を
参
照
)
、
本
規
定
の
適
用
に
お
い
て
は
、
「
正
犯
ま
た
は
共
犯
」

で
あ
る
こ
と
が
判
決
で
確
定
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
そ
の
者
の
正
犯
性
お
よ
び
共
犯
牲
に
つ
い
て
疑
い
が
残
る
場
合
、

本
規
定
の
適
用
は
除
か
れ
る
趣
骨
で
あ
る
と
一
部
の
説
は
理
解
し
て
い
る
』
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主
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(
印
)
例
え
ば
、
文
書
偽
造
、
窃
盗
、
武
器
法
違
反
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

(
的
)
守
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、
、
・

8
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(3・凶。}ゆ
ω・
主
。

5
ι
3・
S
斗
・
立
法
者
は
、
内
部
王
冠
証
人
を
念
頭
に
霞
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
(
回
、
吋
a
O
ロ
・
ご
ぬ
∞
岩
∞
・

-
U
)

。
し
か
し
、
判
例
上
、
第
一
一
号
の
文
-
一
滋
か
ら
外
部
王
越
誕
人
に
も
玉
総
証
人
規
定
を
適
用
す
る
。
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(
引
)
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
法
定
刑
は
、
無
期
懲
役
の
み
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
例
は
ド
イ
ツ
刑
法
典
で
は
他
に
例
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
王
冠

証
人
に
対
し
て
刑
罰
を
軽
減
す
る
場
合
の
軽
減
例
(
王
冠
証
人
法
第
悶
条
間

2
)
は
、
つ
ね
に
有
期
懲
役
の
み
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
王
冠
証
人
法
第
五
条
は
、
対
象
犯
罪
と
し
て
の
関
連
行
為
に
つ
い
て
も
定
め
て
お
り
、
「
五
年
以
上
の
有
期
懲
役
を
法
定
刑
と
す
る
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罪
行
為
」
と
さ
れ
て
い
る
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が
っ
て
、
第
五
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に
つ
い
て
み
る
限
り
は
、
王
冠
証
人
規
定
は
、
も
っ
と
も
重
い
犯
罪
と
軽
い
犯
罪
を

除
い
た
犯
罪
行
為
に
適
用
さ
れ
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(
前
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例
え
ば
、
按
査
機
関
が
…
応
入
手
し
て
い
た
が
、
な
お
不
確
実
で
あ
っ
た
事
尖
に
関
し
、
告
発
行
為
が
そ
れ
を
確
実
な
も
の
あ
る
い
は
秘

間
的
可
能
な
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
の
処
烈
如
何
の
問
題
が
あ
る
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た
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し
、
こ

の
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
、
思
赦
が
あ
ら
か
じ
め
保
証
さ
れ
、
ぞ
れ
が
確
実
に
履
行
さ
れ
る
義
務
が
保
保
さ
れ
な
け
れ
ば
、
王
冠
証
人
に
と
っ

て
供
述
は
あ
ま
り
に
リ
ス
ク
の
大
き
な
も
の
で
あ
り
、
仰
は
交
協
力
の
動
機
付
け
に
は
な
ら
な
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ろ
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よ
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赦
制
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包
抗
的
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改
正
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、
各
州
川
の
恩
赦
規

則
(
。
=
邑
g
o
三
口
E
口
開
)
の
内
谷
を
統
一
し
、
複
雑
な
恩
赦
手
続
を
簡
易
化
し
、
恩
赦
の
四
月
山
を
精
常
化
す
る
な
ど
を
必
要
と
す
る
こ
と
に

な
り
、
思
赦
制
度
総
体
の
多
様
性
に
鑑
み
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
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き
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と
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考
慮
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
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メ
リ
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刑
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免
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全
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ま
い
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こ
の
場
合
に
は
、
実
際
に
別
の
減
較
を
行
う
の
は
、
裁
判
所
に
な
る
た
め
、
検
・
祭
が
王
冠
証
人
と
取
引
し
た
札
印
刷
本
を
裁
判
官
が
尊
重
す
る

こ
と
が
制
度
的
に
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
沢
一
域
社
人
の
動
機
付
け
の
問
題
と
し
て
、
仰
い
杭
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げ
閃
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と
附
じ
問
題
が

生
じ
る
c
h
h
室
、
=
E
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o
(
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コ
)
岨
印
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。

量
刑
事
実
と
し
て
の
「
真
実
解
明
の
た
め
の
協
力
」
に
つ
い
て
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・
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∞
-
M
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な
お
、
と
く
に
憲
法
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
行
為
に
表
れ
た
悔
悩
」
、
刑
事
訴
訟

法
第
一
五
一
二
条
d
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よ
び
第
一
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九
三
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の
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続
打
切
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お
よ
び
王
冠
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罪
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∞
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追
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。
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n
S
F
白
即
0
・
(
同
り
=
・
品
川
山
)
咽
∞
a

凶
主
一
」
き
や
E
目
。
・
(
2
・
M
M
)
a
印
告
は
、
「
怖
は
査
上
の
緊
急
状
態
」
に
お
い
て
の
み
王
冠
証
人
規
定
が
法
併
行
さ
れ
る
が
、
現
夜
は
そ
の
よ
う
な

状
況
で
は
な
い
と
い
う
。
学
説
に
は
、
被
保
に
-rH
及
せ
ず
に
緊
急
状
態
に
詩
及
す
る
も
の
も
あ
る
つ

9
・qNさ
-
B。
・
(
2
・
M
g
o
ω
・
主
ふ
(
「
ド

イ
ツ
刑
法
の
王
冠
証
人
規
定
は
法
律
に
よ
る
緊
急
事
態
の
解
決
で
あ
る
。
法
秩
ぃ
υ
げ
が
府
別
な
形
で
脅
か
さ
れ
る
場
合
に
正
点
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
」
)
了
同
込
宗
門
旨
『
2
J
S
0
・

Q
ロ
・
}
M
)
e
印
・
$
(
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
お
よ
び
組
織
犯
罪
と
の
闘
い
に
お
け
る
法
治
国
家
を
保
証
す
る
た
め
の
緊

急
措
m
m
b
・

ま
た
、
緊
急
状
態
で
あ
っ
て
も
平
等
原
則
違
反
だ
と
す
る
見
解
と
し
て
、
之
さ
さ
き
ア
g
O司

(
2
・
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∞
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J
Z
0
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(
苫
・
コ
)
e
同
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口
}
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凶
尽
な
お
、
「
捜
保
卜
い
の
緊
急
状
態
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と
い
う
要
件
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
後
述
第
五
款
を
参
照
。
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∞
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∞
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∞
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∞
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∞
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た
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力
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こ
の
原
則
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
の
本
準
に
照
ら
し
て
、
公
法
し
し
の
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
支

配
的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
引
に
ど
の
経
度
ま
で
、
法
律
に
よ
る
基
本
権
の
制
限
が
ベ
消
灯
さ
れ
る
か
に
つ

い
て
、
お
よ
び
倒
別
事
例
に
お
け
る
基
本
体
憾
の
行
使
を
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限
す
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決
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る
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∞
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岱
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憲
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る。

(
幻
)
包
含
足
守
宅
旬
、
、
u
u
h
w
明。『ロロ品加四日刊同
N
-

穴

c
gヨ
白
ロ
門
出
叫
宮
吋
島
田
町
田
u
C
}
F
C
m
n
y
開
∞
戸
弘
ロ
ロ
問
@
目
。
沼
市
Y

ニ
・
〉
巳
『
}
'
〉
『
H
-
M
C
a

閉山口
M
申・

(
∞
∞
)
以
ト
、

-pp言、
h
y
g
n
〈
向
岳
民
同
口
広
岡
出
前
B
G
r
m宮
島
冊
目
。
E
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介
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の
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し
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解
し
て
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る
。
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。
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摘
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司
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(
山
間
)
こ
れ
は
、
も
う
少
し
.
般
化
す
れ
ば
、
公
判
外
の
非
公
式
手
続
に
よ
っ
て
手
続
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
の
是
非
に
あ
る
。
例
え
ば
、
裁
判
所
、

検
察
お
よ
び
弁
護
人
に
よ
る
合
意
一
般
の
問
題
と
同
一
の
内
容
を
含
む
。
こ
の
場
合
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
観
点
か
ら
は
、
手
続
の
早
期
終

了
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
手
続
の
公
開
原
則
、
証
拠
裁
判
主
義
な
ど
の
諸
原
則
と
の
抵
触
が
問
題
と
な
る
。
町
民
同
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、
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叩・∞
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た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
危
険
は
双
方
と
も
、
通
常
の
最
刑
段
階
で
も
生
じ
う
る
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

(
別
)
歎
問
は
、
積
極
的
な
も
の
に
限
ら
ず
、
例
え
ば
、
手
続
の
打
切
り
が
終
局
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
告
知
し
な
い
と
い
う
不
作
為
形
態
の

も
の
で
も
起
こ
り
う
る
。
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